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第 1 章 計画策定の背景と位置付け （P1～3）  

 

１ 計画策定の背景と目的 

平成 30（2018）年３月に住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため、厚木市住

生活基本計画を策定し、各種の住宅政策を展開してきました。 

計画策定から５年目を迎え、その間の住環境を取り巻く状況の変化等を踏まえ、本市

における住宅政策の基本理念や基本方針を定め、住宅政策を総合的かつ計画的に進め

るための基本施策を示し、市民の安心・安全な住環境を整備することにより、誰もが自

分らしく暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、厚木市住生活基本計画

を改定します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、第 10 次厚木市総合

計画の住宅政策分野での個別計画

です。国の住生活基本計画（全国計

画）や神奈川県住生活基本計画を

踏まえるとともに、市民生活に関

わる様々な施策分野の個別計画と

の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 

令和５（2023）年度から令和 14（2032）年度までの 10年間とします。 

なお、社会情勢の変化に的確に対応するため、５年をめどとして、必要に応じて見直

すこととします。 

 

～ 誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち ～ 



2 

 

第 2 章 住宅・住環境を取り巻く現状と課題 （P5～50）  

 

 

１ 住生活をめぐる現状 

 

(1) 社会環境の変化 

住宅政策に関する社会環境の変化として、自然災害の激甚化・頻発化、住宅セーフテ

ィネットの必要性、マンションの老朽化の進展や管理不全の顕在化などの点があげら

れます。 

 

(2) 住宅政策に係る主な法制度等の変化 

防災対策、セーフティネット・居住支援、ストック活用、既存住宅流通、マンション

管理、省エネルギー・脱炭素など、住宅政策に係る関連法令が改正されています。 

 

(3) 上位･関連計画の変化 

国の住生活基本計画（全国計画）、神奈川県住生活基本計画の改定や第 10次厚木市

総合計画の策定など、住宅政策に係る上位･関連計画にも変化（改正）が生じています。 

 

２ 住宅・住環境の現状 

(1) 人口と世帯の現状 

ア 人口･世帯数の推移 

人口については、平成 20

（2008）年をピークに、平成

23（2011）年まで減少した後、

平成 27（2015）年まで微増傾

向へと転じ、翌平成28（2016）

年以降は、おおむね減少傾向と

なっています。 

世帯数については、平成 22

（2010）年に減少しましたが、

その後は増加傾向となっていま

す。 
出典：統計あつぎ 

■人口・世帯数の近年の経年変化 
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(2) 住宅の現状 

ア 建て方別住宅数の現状 

平成 15（2003）年以降、

総住宅数は増加傾向となって

いますが、建て方別の構成比

に大きな変化はみられず、一

戸建てと共同住宅が約半数ず

つを占めています。 

なお、一戸建てと共同住宅

の戸数を比較すると、平成 15

（2003）年以降、一戸建て住

宅よりも共同住宅の戸数が上

回っています。 

 

３ 住環境・住宅政策に関する市民アンケート調査 

市民の住宅に関するニーズやまちづくりに関する意向及び評価を把握するため、ア

ンケート調査を実施しました。 

（調査概要）実施期間：令和 4（2022）年 6月 2日～20日 
調査対象数：2,000件  有効回収数：705件（回収率 35.3%） 

 

(1) 住まいの意向 

ア 現在の住まいの周辺環境の満足度 

現在の住まいの周辺環境についての満

足度については、「満足」及び「まあ満足」

の合計値に着目すると、総合的な評価で

は、79.1％となっています。 

また、項目別では、「緑の豊かさ」が

83.2％で最も高く評価されており、続い

て、「子育てしやすい環境」が 79.6％と

なっています。 

なお、最も満足度が低いのは「周囲の道

路の安全性」で、57.5％であるのに対し、

「やや不満」及び「不満」の合計値は

40.9％となっています。緑や自然、子育

て環境に関する満足度が高い一方で、利

便性や安全性に関する満足度が相対的に

低くなっています。 

■住宅の建て方別住宅数の推移 

出典：住宅・土地統計調査 
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４ 住宅政策における課題 

課題① 激甚化・頻発化する自然災害への対応 

住宅の耐震化の促進や、風水害対策など、地域での安全性の向上を総合的かつ計画

的に推進することが必要です。 

また、災害発生時に被災者の住まいを速やかに確保することも求められています。 

課題② 人口・世帯の変化への対応 

若年世代の転出超過が続いていることなどから、若年世代の転入促進・転出抑制と

子育て世帯の定住を促すことが必要です。 

多様な世代が共生する居住地づくりの推進とともに、生活サービス施設の誘導や、

地域コミュニティの維持・活性化に向けた取組を展開することが必要です。 

課題③ 住宅確保要配慮者への対応 

住宅確保要配慮者は、今後も増加が見込まれ、住宅セーフティネットの根幹である

市営住宅について、現在の供給戸数を維持するとともに、住宅確保要配慮者等の入居

を拒まないセーフティネット住宅の確保と入居の促進や、居住支援協議会等による

支援・相談体制の強化など、重層的な住宅セーフティネットの構築・強化が必要です。 

課題④ 良質な住宅ストックの形成・流通促進への対応 

2050 年カーボンニュートラルを実現するためには、新築住宅、既存住宅に再生

可能エネルギー設備・省エネ設備を導入することが求められています。 

空き家数は増加傾向ですが、空き家対策の取組により、問題のある空き家数は大き

く減少しており、今後も増加させないよう様々な取組を進める必要があります。 

築 30 年以上の高経年マンションが全体の過半数を占めており、マンション管理

の適正化に向けた支援が求められています。 

課題⑤ 地域包括ケア社会の実現への対応 

老年人口の割合が上昇しており、高齢者が自立した生活を送ることができるよう、

住宅のバリアフリー化などの更なる高齢化率の上昇に対応するための取組が必要で

す。 

また、誰もが住み慣れた地域で人生の最期まで住み続けることができる「地域包括

ケア社会」の実現に向け、高齢者にやさしいまちづくりの推進が必要です。 

課題⑥ 住まいに対する新たな社会的ニーズへの対応 

働き方改革やコロナ禍を契機に、「新たな日常」に対応した住まい方への関心が高

まっており、多様な住まい方に対応する住宅政策が求められています。 
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第 3 章 住宅政策の基本方針 （P51～69）  

１ 基本理念 

誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち 
「誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち」を基本理念と定め、施策の推進

を図っていきます。 

２ SDGs への取組 

目標 11「住み続けられるまちづくりを」はもとより、そのほかの目標も含め、ＳＤ
Ｇｓの目標達成に向けた取組を推進していきます。  

３ 基本方針 
 

基本方針１ 安心･安全な暮らしを支える住宅・住環境の実現 

大規模地震や近年、激甚化・頻発化する風水害への対応や防犯対策など、住宅や地域

における安心・安全な暮らしを支える住宅・住環境の実現を目指します。 
 

基本方針２ 「コンパクト･プラス･ネットワーク型都市構造の更なる充実」

に向けた住宅政策の推進 

誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまちの実現を目

指すため、住宅政策の面から交通利便性や生活利便性の維持・向上を進めます。 
 

基本方針３ 少子高齢化･人口減少社会に対応した住生活の実現 

今後も増加が見込まれる住宅確保要配慮者に対し、安心して暮らせる住宅を確保で

きる環境を整備し、誰もが快適な暮らしが確保できる住生活の実現を目指します。 
 

基本方針４ 住み続けられる住環境を見据えた住宅・住宅地の形成 

住み続けられる環境を見据え、住宅の長寿命化や適切に流通する仕組を形成すると

ともに、建物の適正な維持管理の支援など、良質な住宅ストックの形成を進めます。 
 

基本方針５ カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・住環境の整備 

住宅は、環境に大きな負荷をかけることを踏まえ、環境負荷を低減し、カーボンニュ

ートラルの実現に向けた住宅・住環境の整備を進めます。 
 

基本方針 6 新しい住まい方に対応した魅力あるまちづくりとコミュニティの形成 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ、ま

た、本市に住みたいと考える人の多様なニーズに対応した、良好な住宅・住環境の整備

や地域コミュニティの形成を進めます。 
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４ 施策体系図 
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５ 基本施策を推進するための施策展開 

基本施策１ 自然災害、防犯等に対応した安心･安全な住まいづくり 

ア 住宅の耐震対策の推進 

耐震性が不十分な住宅への耐震診断や改修などの支援情報の提供や相談体制等の

整備を図ります。 

イ 地域の住環境に係る地震・風水害への安全性の向上 

市民へのハザードマップ等の周知、ブロック塀等の安全対策など、地域における地

震対策や洪水・浸水対策に取り組みます。 

ウ 災害時における被災者の住まいの速やかな確保 

大規模な地震や風水害等が発生した場合は、住宅を失った市民に対し、公営住宅や

民間賃貸住宅を活用した一時的な住まいを速やかに提供する取組を推進します。 

エ 地域の住環境に係る防犯対策の推進 

地域住民との協働による住宅・地域での防犯対策の取組、セーフコミュニティの普

及・啓発による安心・安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

 

基本施策２ 誰もが生活しやすいコンパクト･プラス･ネットワークの推進 

ア コンパクトで持続可能なまちづくりの推進 

居住誘導区域への移転支援などにより、居住誘導区域へ緩やかに誘導し、豊かな生

活を送ることのできる居住地を維持・創出していきます。 

イ 交通利便性の向上 

中心部と郊外部を結ぶバス路線が充実しており、サービスレベルの高い公共交通

が市街地の広範囲をカバーしているため、バス路線をいかし、利便性を維持・向上す

る取組を進めます。 

 

基本施策３ 誰もが安心して暮らせるセーフティネットの構築 

ア 良好な居住環境を備えた高齢者向け住宅の供給促進 

高齢者や障がい者が自立して安心した生活を送ることができるよう、高齢者向け

住宅の供給促進等を図ります。 
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イ 市営住宅の効果的な供給 

募集方法の工夫や適正な入居管理の実施により、住宅に困窮する低額所得者の入

居機会の拡大に努めます。 

今後、建物・設備等の老朽化が進むことが予想される市営住宅の計画的な維持管理、

修繕・改修等を実施します。 

ウ その他のセーフティネット住宅等との連携 

県営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅や、住宅確保要配慮者等の入居を拒まない民

間賃貸住宅との連携を強化することで、重層的な住まいのセーフティネットを構築しま

す。 

エ 居住支援体制の強化 

住宅の供給に加えて、居住支援協議会の運営による居住支援体制の強化や庁内の相談

体制の整備等、効果的な居住支援に取り組みます。 

 

基本施策４ 良質な住宅ストックの形成 

ア 既存住宅の流通促進 

長期優良住宅等、長寿命な住宅への誘導を促進するとともに、既存住宅の性能向上

の促進や既存住宅購入の消費者の不安等を解消するための制度について普及・啓発

に取り組みます。 

イ 共同住宅等に対する管理適正化の促進 

分譲マンションの安全・快適な生活の確保のため、管理組合に対して、マンション

管理適正化推進計画に基づき、必要な情報の提供や相談などの支援を行います。 

 

基本施策５ 空き家対策の推進 
 

ア 空き家の増加抑制及び管理適正化の促進 

空き家化の予防のため、市民意識の醸成・啓発、所有者等への相談支援や管理不全な空

き家の適正管理への助言・指導など、空家等対策計画による総合的な対策を実施します。 

イ 空き家の利活用の促進 

市場での空き家の流通を促進するため、各種専門家団体や不動産関係団体との連

携を強化し、空き家の利活用を推進します。 
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基本施策６ 環境負荷の少ない住宅への転換 
 

ア 省エネルギー住宅､長期優良住宅等の普及促進 

新築時の LCCM住宅や ZEHの建築を促進するとともに、省エネルギー住宅、省

エネ基準が強化された長期優良住宅に関する情報の発信や啓発を行います。  

イ 既存住宅の省エネルギー化 

省エネルギー性能を高めることの経済的なメリットや快適性を高める効果を周

知するとともに、支援を行います。 

 

基本施策７ 地域特性に応じた住宅地の 

魅力の向上、住まい環境づくりの促進 

ア 「地域包括ケア社会」の実現 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

居住継続のための仕組みづくりを進めます。 

イ 住宅地の良好な住環境の維持･向上 

地域の個性を生かした美しい景観や快適な住環境の保全・育成を図るとともに、本

市に住み続けたい、住みたいという人を増やし、定住を促進していきます。 

ウ 若年世代･子育て世帯が望む住宅･住環境の整備 

若年世代・子育て世帯にとって魅力的なまち・住環境を実現するため、ライフステ

ージに合わせた多様なニーズに対する情報提供や相談等の支援を行います。 

エ 住まい方の多様化に対応した住環境の整備 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う「新たな日常」に対応した生活様式や住ま

い方の多様化など、これまでの生活意識・行動の変化が指摘されており、これらの変

化に対応する環境整備の促進に取り組みます。 
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第 4 章 計画の実現に向けて （P71～74）  

 

１ 推進体制の整備 

市民、事業者、行政がそれぞれの役割分担のもと、連携、協力しながら、各施策に取

り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施策目標 

各施策に次の成果指標を定め、施策ごとの進捗管理を行います。（目標値の年・年度

については、関連計画との整合を図り設定しているため、成果指標ごとに異なります。） 

基本 

施策 
施策展開 成果指標 

現行値 

【年・年度】 

目標値 

【年・年度】 

１ 

自
然
災
害
、
防
犯
等
に
対
応
し
た
安

心･

安
全
な
住
ま
い
づ
く
り 

ア 住宅の耐震対策の推進 ・住宅の耐震化率   【市独自設定】 
92.7% 

【R３年度】 
(2021) 

100% 
【R12年度】 

(2030) 

イ 地域の住環境に係る地震・

風水害への安全性の向上 

・災害に備えていることがある市民の割合 

【市民実感度調査】 

89.9％ 
【R３年度】 

(2021) 

100％ 
【R８年度】 

(2026) 

ウ  災害時における被災者の

住まいの速やかな確保 

・災害時の情報伝達手段や防災訓練の

実施など、災害対応力強化の取組が進

んでいると思う市民の割合 

         【市民実感度調査】 

44.4％ 
【R３年度】 

(2021) 

60％ 
【R８年度】 

(2026) 

エ 地域の住環境に係る防犯

対策の推進 

・防犯の取組が進んでいると思う市民の

割合     【市民実感度調査】

  

38.2％ 
【R３年度】 

(2021) 

52.5％ 
【R８年度】 

(2026) 

２ 

誰
も
が
生
活
し
や

す
い
コ
ン
パ
ク
ト･

プ
ラ
ス･

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
推
進 

ア コンパクトで持続可能なまち

づくりの推進 

・居住誘導区域内の人口密度 

【市独自設定】 

81.0人/ha
【H27年度】 

(2015) 

78.8人/ha
【R14年度】 

(2032) 

イ 交通利便性･生活利便性

の向上 

・スーパーマーケット、ドラッグストアの徒歩

圏カバー率     【市独自設定】 

79.4％ 
【H27年度】 

(2015) 

81.4％ 
【R14年度】 

(2032) 

ア 市民の役割

 まちづくりの主役である市民が主体

的に住まいや地域のあり方を決めて

いくことが重要です。市民だけで解決

できない課題には、行政、事業者な

ど様々な関係団体と連携・協力して

取り組むことが必要です。

イ 事業者の役割

 多様化している居住ニーズを的

確に捉え、安心・安全な住宅の

供給を行うとともに、良質な住宅

ストックの形成と有効活用を図る

ことなどが求められています。

ウ 行政の役割

 住宅政策やまちづくりに関する情

報を市民や事業者へ提供すると

ともに、住みたい、住み続けたい

と思われる魅力あるまちづくりを

進めていきます。

連携

連携

連携
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基本 

施策 
施策展開 成果指標 

現行値 

【年・年度】 

目標値 

【年・年度】 

３ 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る 

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築 

ア 良好な居住環境を備えた

高齢者向け住宅の供給促

進 

・手すりのある住宅や段差のない住宅な

ど、バリアフリー化された住宅ストックの

割合    【住宅・土地統計調査】 

45.5％ 
【H30年度】 

 (2018) 

55％ 
【R14年度】 

(2032) 

イ 市営住宅の効果的な供給 ・市営住宅入居率   【市独自設定】 
88.6％ 
【R４年度】 

 (2022) 

100％ 
【R14年度】 

(2032) 

ウ その他のセーフティネット住

宅等との連携 

・セーフティネット住宅の登録戸数 

【セーフティネット住宅情報提供システム】 

2,227戸 
【R４年】 
（2022） 

3,000戸 
【R14年】 
（2032） 

エ 居住支援体制の強化 
・市内協力不動産店の件数 

【市独自設定】 

18件 
【R４年度】 
（2022） 

40件 
【R14年度】 
（2032） 

４ 

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク 

 

の
形
成 ア 既存住宅の流通促進 

・住替え意向がある場合に、住み替え先

の住宅の種類を中古の一戸建住宅ま

たは中古の分譲マンションと回答する市

民の割合 

【住宅課アンケート調査】 

21.9％ 
【R４年度】 

(2022) 

30％ 
【R14年度】 

(2032) 

イ 共同住宅等に対する管理

適正化の促進 

・長期修繕計画を策定している管理組

合の割合 

【分譲マンション実態調査】 

91.3％ 
【R２年度】 

(2020) 

100％ 
【R14年度】 

(2032) 

５ 

空
き
家
対
策
の

推
進 

ア 空き家の増加抑制及び管

理適正化の促進 

・管理不全であるため､助言等が必要な

空き家数 

【空き家実態調査】 

46戸 
【R３年度】 

(2021) 

46戸 
【R８年度】 

(2026) 

イ 空き家の利活用の促進 

・空き家の対策など住環境の整備の取

組が進んでいると思う市民の割合 

【市民実感度調査】 

18.5％ 
【R３年度】 

(2021) 

60％ 
【R８年度】 

(2026) 

６ 

環
境
負
荷
の
少

な
い
住
宅
へ
の
転

換 ア 省エネルギー住宅、長期優良

住宅等の普及促進 

・新築住宅における認定長期優良住宅

の割合  

【市独自設定】 

28.6％ 
【R３年】 
(2021) 

40％ 
【R14年】 
(2032) 

イ 既存住宅の省エネルギー化 

・ 家庭部門 CO2 排出量削減割合

（H25(2013)年度比） 

【市独自設定】 

17％ 

【R元年度】 

(2019) 

52％ 

【R12年度】 

(2030) 

７ 

地
域
特
性
に
応
じ
た
住
宅
地
の
魅
力
の

向
上
、
住
環
境
づ
く
り
の
促
進 

ア 「地域包括ケア社会」の 

実現 

・見守り、居場所づくりなど、地域福祉活

動が進んでいると思う市民の割合        

【市民実感度調査】 

50.3％ 

【R３年度】 

(2021)  

60％ 

【R８年度】 

(2026)  

イ 住宅地の良好な住環境の

維持・向上 

・現在の住まいに対する「住み続けたい」

「当分は住み続ける」の割合      

【住宅課アンケート調査】 

85.5％ 
【R４年度】 

(2022) 

90％ 
【R14年度】 

(2032) 

ウ 若年世帯・子育て世帯が

望む住宅・住環境の整備 

・住まいの周辺環境に係る満足度で、子

育てしやすい環境に対する「満足・まあ

満足」の割合 

【住宅課アンケート調査】 

79.6％ 
【R４年度】 

(2022) 

90％ 
【R14年度】 

(2032) 

エ 住まい方の多様化に対応し

た住環境の整備 

・コロナ禍における住環境整備の支援が

改善されたと思う市民の割合       

【住宅課アンケート調査】 

7.1％ 
【R４年度】 

(2022) 

30％ 
【R14年度】 

(2032) 
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３ 進行管理 

 

計画の実効性を担保するため、厚木市住宅運営審議会及び住生活基本計画検討委員

会において、成果指標の達成状況や取組の進捗状況の管理を定期的に行います。 

なお、第 10次厚木市総合計画第 2期基本計画の策定、住生活基本計画（全国計画）

等の改定及び社会情勢の変化などを踏まえ、適宜、計画の見直しを行います。 

 

 

      

Plan 
計画の作成 

Do 
計画の実行 

Check 
成果の検証 

Action 
計画の見直し 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

 

  

 

～ 誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち ～ 

令和５年 3 月 

厚 木 市 
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第 1 章 計画策定の背景と位置付け 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

 

本市では、平成 30（2018）年３月に、住宅政策を総合的かつ計画的に推進する

ため、厚木市住生活基本計画を策定し、各種の住宅政策を展開してきました。 

その後、令和 3（2021）年３月には第 10 次厚木市総合計画を策定したほか、住

宅政策を推進する個別計画として、厚木市空家等対策計画、厚木市市営住宅等長寿命

化計画、厚木市マンション管理適正化推進計画を策定しました。 

計画策定から５年目を迎え、その間、人口減少社会の到来や自然災害の激甚化・頻

発化、新型コロナウィルス感染症の感染拡大によるライフスタイル等の変化や、住ま

い、住環境へのニーズの多様化が進むなど、社会情勢が大きく変化しています。 

また、住宅政策においては、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅

におけるエネルギー消費量削減の対策及び太陽光発電システム等設備の設置促進、

コロナ禍を契機とした「新たな日常」への対応、住宅の確保に配慮が必要な住宅確保

要配慮者への対応、空き家対策の推進など、様々な課題への対応が求められています。 

さらに、2015 年に国連サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）の

17 の目標の一つである目標 11「住み続けられるまちづくりを」等の実現に向けた

総合的な対策の推進が求められるなどの社会的な変化もみられます。 

このほか、国の住生活基本計画（全国計画）が令和３（2021）年３月に、神奈川

県住生活基本計画についても令和４（2022）年３月に改定され、国、県において、

新たな住宅政策の目標が示されました。 

このような、住環境を取り巻く状況の変化、国・神奈川県における住宅政策の動向

等を踏まえ、本市における住宅政策の基本理念や基本方針を定め、住宅政策を総合的

かつ計画的に進めるための基本施策を示し、市民の安心・安全な住環境を整備するこ

とにより、誰もが自分らしく暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、厚

木市住生活基本計画を改定します。 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、第 10 次厚木市総合計画の住宅政策分野での個別計画です。 

また、国の住生活基本計画（全国計画）や神奈川県住生活基本計画を踏まえるとと

もに、厚木市都市計画マスタープラン、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推

進計画、厚木市地域福祉計画、厚木市地域防災計画、厚木市環境基本計画など、市民

生活に関わる様々な施策分野の個別計画との連携を図ります。 

 

  

厚木市都市計画 

マスタープラン 

厚木市空家等 

対策計画 

厚木市マンション管理 

適正化推進計画 

厚木市市営住宅 

等長寿命化計画 

総合的な住宅政策の展開 

本市の主な計画 

連携 連携 

住生活基本計画（全国計画） 

（令和３（2021）年度～令和12（2030）年度） 

住生活基本法 

（平成18年６月８日公布・施行） 

神奈川県住生活基本計画 

（令和３（2021）年度～令和12（2030）年度） 

 

第10次厚木市総合計画 

（令和３（2021）年度～令和14（2032）年度） 

厚木市住生活基本計画 
（令和５（2023）年度～令和14（2032）年度） 



 

3 

３ 計画の期間 

 

国の住生活基本計画（全国計画）及び神奈川県住生活基本計画の計画期間が 10 年

間であること、第 10 次厚木市総合計画の最終年度が令和 14（2032）年度である

ことから、令和５（2023）年度から令和 14（2032）年度までの 10 年間としま

す。 

なお、社会情勢の変化に的確に対応するため、５年をめどとして、必要に応じて見

直すこととします。 

 

住生活基本計画 
(全国計画) 

  

 

 

 

       

神奈川県 
住生活基本計画 

     

 
 

     

           

第 10次 
厚木市総合計画 

 
         

 

  

厚木市 

住生活基本計画 
    

 

 

 

     

 

  

令和５年度 
▼ 

令和３年度 
▼ 

令和９年度 
▼ 

令和14年度 
▼ 

第１期基本計画 第２期基本計画 

第２期実施計画 第３期実施計画 第１期実施計画 第４期実施計画 

中
間
見
直
し 

中
間
見
直
し 

中
間
見
直
し 
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第 2 章 住宅・住環境を取り巻く現状と課題 

 

 

１ 住生活をめぐる現状 

 

新たな住宅政策のあるべき方向性を把握するため、住生活をめぐる現状を整理します。 

 

(1) 社会環境の変化 

 

住宅政策に関する社会環境の変化として、次の点があげられます。 

 

ア 自然災害の激甚化・頻発化 

自然災害が激甚化・頻発化しており、令和元（2019）年の台風 19 号では、東日

本を中心に大雨と強風による甚大な被害をもたらしたほか、本市でも 5,709 人の市

民が避難しました。今後は、住まいの耐震化に加え、風水害への対応や災害に強い地

域づくりが求められています。 

 

イ 人口減少社会、超高齢社会の進展 

日本の総人口が減少する中、本市の人口も既に減少に転じており、今後、更に減少

していくことが見込まれています。 

また、少子化や超高齢社会1の進展も見込まれており、居住地における人口の低密

度化の進行や郊外における生活利便性が低下する懸念があります。 

 

ウ 住宅セーフティネットの必要性 

本市では、超高齢社会の進展に加え、生活保護利用世帯などが増加しており、今後

は、自力では住まいを確保することが困難な市民が更に増加していくことも懸念さ

れます。 

住まいに係るセーフティネットとして、支援体制の強化や民間賃貸住宅への入居

の円滑化など、更なる取組の強化が必要となっています。 

 

                                                      
1 超高齢社会とは、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が、21％を超える社会のことです。なお、7％を超えると「高齢

化社会」といい、14％を超えると「高齢社会」といいます。 
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エ 住宅ストックの改善､活用の必要性 

旧耐震基準2や省エネ基準3未達成の住宅ストック4の改善、管理不全の空き家の増加

への対応が課題となっています。また、中古住宅市場の充実など、既存住宅が適切に

流通する仕組を形成することも必要です。 

 

オ マンションの老朽化の進展､管理不全の顕在化 

マンションの高経年化5と区分所有者の高齢化による「二つの老い」が全国的に問題と

なっており、このことに伴う管理組合の機能不全や適切な維持管理が困難なマンション

の増加が懸念されており、マンション管理適正化の必要性が高まっています。 

 

カ 気候変動問題 

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向け、2015 年に採択されたパリ協

定に基づく合意（世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて 1.5℃に抑える）達成

に向け、世界 120 以上の国と地域の目標として、2050 年カーボンニュートラル6 

が掲げられています。 

そのため、住宅政策においても省エネルギー7化の促進・再生可能エネルギー8の導

入などが求められています。 

 

キ 住みたいまちとしての本市への期待 

近年、居住地として本厚木駅周辺の人気が高まっており、「住みたい街ランキング

2022（首都圏版）」9 では、本厚木駅が借りて住みたいまちランキングで 1 位、買

って住みたいまちランキングで 5 位になりました。このような評価を本市への転入・

定住に結び付けていく取組が求められています。 

                                                      
2 旧耐震基準とは、昭和56年6月の建築基準法改正前の建築物の耐震性の基準のことです。この改正では、宮城県沖地震

（昭和53年、Ｍ7.4）等の経験から、耐震性能に関する基準が大幅に見直され、改正後の基準を「新耐震基準」といいます。 
3 省エネ基準とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく、省エネルギー性能の確保のための基準

で、一次エネルギー消費量基準（設備のエネルギー消費量から太陽光発電設備等によるエネルギー発生量を減じた値の

基準）と、外皮基準（外壁、窓等の表面積当たりの熱の損失量の基準）からなり、それぞれが基準値以下となることが求めら

れます。 
4 ストック（Stock）とは、ある一時点において貯蔵されている量をいい、住宅ストックとはある一時点に存在している住宅（既存

住宅）のことです。 
5 高経年化とは、建設後長期間を経ることです。経年するに従い建物・設備の老朽化が進行し、修繕が必要になります。国

では、特に築40年を超えるようなマンションにおいて、外壁等の剥落、鉄筋の露出・腐食、給排水管の老朽化といった建

物・設備に大きな問題を抱え、所有者の高齢化等により管理組合による適切な修繕も困難なマンションが多くみられるとし

ています。 
6 カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることで、政府は2050年までに温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにすることを宣言しました。 
7 省エネルギーとは、石油や石炭など、限りあるエネルギー資源の枯渇を防ぎ、また、エネルギー消費に伴う温室効果ガスの

排出を削減し、地球温暖化を防止するため、エネルギーを効率よく使うことをいいます。 
8 再生可能エネルギーとは、資源が枯渇することなく永続的に利用することが可能なエネルギーで、太陽光、風力、水力、地

熱、太陽熱、温度差熱、バイオマスなどのことです。 
9 「住みたい街ランキング2022（首都圏版）」とは、民間の不動産･住宅情報サイトの掲載物件のうち、検索･問合せ数から算

出した「実際に探されている街･駅」のランキング結果です。 
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ク 多様な住まい方、新しい住まい方へのニーズ 

働き方改革やコロナ禍を契機にライフスタイルの多様化が急速に進むなど、「新た

な日常」に対応した住まい方への関心が高まり、テレワーク10等を活用した地方･郊外

での居住、二地域居住11などの動きが本格化しています。 

 

ケ 新技術の活用、DXの進展等 

社会経済の DX12 が進展し、AI13 等を活用した新しいサービスの提供や利便性の

高い住まいの実現に向けた技術開発が進められています。住宅分野においても、遠

隔･非接触の顧客対応や契約交渉等、DX の動きが急速に進展しています。 

 

コ コミュニティ活力の低下、まちの魅力の維持･向上の必要性 

住宅地における急速な高齢化、若者や子育て世帯の流出による地域コミュニティ

の活力低下が問題となっています。このため、住宅政策においても、地域コミュニテ

ィの再生やまちの魅力向上に関する取組が求められています。 

 

サ SDGsへの取組 

持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である SDGs は、住宅政策においても

その実現に取り組むことが必要であり、SDGs が掲げる目標 11「住み続けられるま

ちづくりを」等の実現に向け、総合的な対策の推進が求められています。  

                                                      
10 テレワークとは、情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことで、場所にとらわれない仕

事のスタイルです。Tele（離れて）とWork（仕事）を組み合わせた造語です。 
11 二地域居住とは、主な生活拠点とは別の地域に生活拠点を設ける、新しいライフスタイルの１つのことです。 
12 DX（デジタル･トランスフォーメーションの略称）とは、将来の成長、競争力強化のため、新たなデジタル技術を活用して新

たなビジネスモデルを創出･柔軟に改変することです。また、デジタル化により社会を変革し、人々の暮らしをより豊かにす

ることです。 
13 AI（アーティフィシャル・インテリジェンスの略称）とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び

人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術のことです。 
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(2) 住宅政策に係る主な法制度等の変化 

 

ア 防災対策 

自然災害の激甚化・頻発化への対応として、住宅政策の分野においては、耐震改修

促進計画に基づく住宅の耐震化の取組に加え、水害に伴うライフラインの確保に関

し、浸水対策ガイドラインが公表されました。 

〇建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインの策定、公表 ..................... 令和２（2020）年6月 

 ・令和元年東日本台風（第19号）に伴い、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠

水し、ライフラインが一定期間使用不能となった被害に対応し、策定 

 

イ セーフティネット・居住支援 

住宅確保要配慮者14 の増加を受け、住宅確保要配慮者等の入居を拒まない民間賃

貸住宅を活用した住宅セーフティネットを構築するため、平成 29（2017）年 10

月より「新たな住宅セーフティネット制度」が施行されました。 

制度創設後においても、次の関連施策が示されるなど、充実が進められています。 

〇セーフティネット住宅15 の申請手続きの簡素化 .................................................... 平成30（2018）年７月 

〇「家賃債務保証業者登録制度」のシンボルマーク制定 ...................................... 令和元（2019）年４月 

〇福祉・住宅部局の連携活動を対象とした補助事業の創設 ............................. 令和３（2021）年３月 

〇セーフティネット住宅にひとり親世帯向けシェアハウス16の基準追加 ......................... 令和３（2021）年４月 

〇残置物の処理等に関するモデル契約条項を策定・公表 ................................... 令和３（2021）年６月 

〇居住支援協議会17 、居住支援法人の設立及び活動に対する補助制度の充実、継続 

 

ウ ストック活用、既存住宅流通 

空き家対策の充実に向けたガイドラインの公表や、耐震性能や省エネルギー性能

が十分でない住宅ストックの性能向上及び既存住宅流通市場の活性化を更に促進さ

せる観点から、長期優良住宅18の普及の促進に関する法律が改正されました。 

その他、関連する次の改正等も行われています。 

〇「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」を拡充 ........................ 平成30（2018）年６月 

 ・事例を踏まえて、市町村向けガイドラインとして官民連携による「空き家所有者情報」のさらなる活用を促進 

                                                      
14 住宅確保要配慮者とは、「住宅セーフティネット法」において、住宅の確保に特に配慮を要するとされている者で、低額所

得者、被災者、高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、子どもを養育している者、外国人、中国残留邦人、

ハンセン病療養所入所者等、ＤＶ被害者、犯罪被害者等、生活困窮者、更正保護対象者等、海外からの引揚者、新婚世

帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者等など多様な属性の者が含まれます。なお、「住宅セーフティネッ

ト法」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）のことです。 
15 セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確

保に特に配慮を要する住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県等に登録された賃貸住宅です。 
16 シェアハウスとは、リビング、台所、浴室、トイレ、洗面所等を他の入居者と共用し、各住人の個室をプライベート空間とする

ことで、一つの賃貸物件に親族ではない複数の者が共同で生活する共同居住型賃貸住宅のことです。 
17 居住支援協議会とは、「住宅セーフティネット法」に基づき、住宅確保要配慮者が民間住宅等に円滑に入居できるよう支

援するために、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業者、居住に係る支援を行う団体等で協議す

る組織のことです。 
18 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、耐久性、耐震性、維持保全等に関し一定の

基準を満たす認定を受け、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことです。 
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〇「空家法基本指針及び特定空家等ガイドライン」を改正 .................................. 令和３（2021）年６月 

 ・法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空き家対策を強力に推進するため改正 

〇「賃貸住宅標準契約書」等を改定 ........................................................................ 平成30（2018）年３月 

 ・令和２年（2020年）４月１日の民法改正法に向け、賃貸住宅流通の円滑な促進のため、賃貸住宅の契

約書のひな形として改定 

〇住宅ストック維持・向上促進事業を創設 ............................................................. 平成31（2019）年３月 

 ・中古住宅・リフォーム市場の健全な発展に向けた、先導的な民間の取組を支援 

〇「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を改正 .......................................... 令和４（2022）年４月  

 ・認定対象の拡大等（共同住宅の住棟認定の導入、既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設） 

 ・認定手続の合理化（住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施） 

 ・頻発する豪雨災害等への対応（災害リスクに配慮する基準を追加）など 

 

エ マンション管理 

マンションの老朽化や管理組合の担い手不足が顕著なマンションの急増が見込ま

れていることを踏まえ、行政の役割の強化等のため、管理適正化推進のための法改正

及び関連するガイドラインが公表されました。 

また、マンション建て替えを更に円滑化するための法改正も行われました。 

〇「マンション標準管理規約」の改正 ......................................................................... 令和３（2021）年６月 

〇「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の見直し ................................... 令和３（2021）年９月 

〇「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の２に基づく 

助言・指導及び勧告に関するガイドライン」を策定 .............................................. 令和３（2021）年11月 

〇「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３に基づく 

マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」を策定 ........................... 令和３（2021）年11月 

〇「要除却認定実務マニュアル」及び 

「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定 ........................ 令和３（2021）年1２月 

〇住宅団地再生の手引きを公表 .............................................................................. 令和４（2022）年３月 

〇「改正マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の施行 ....................... 令和４（2022）年４月 

〇「改正マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の施行 ............................ 令和４（2022）年４月 

 

オ 省エネルギー・脱炭素 

省エネルギー、脱炭素19は広範な分野における課題であり、これらに関する法律の

改正に伴い、住宅政策においても取組が求められています。 

〇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）の改正 

 .............................................................................................................................. 令和３（2021）年４月 

 ・住宅､建築物の規模､用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込む 

〇「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

案」を閣議決定 ........................................................................................................... 令和４（2022）年４月 

 ・2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、建築物の省エネ化及び木材利用の促進を図る 

                                                      
19 脱炭素とは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることです。なお、“実質”ゼ

ロとは、排出される量と森林などに吸収される量が同じ量でバランスがとれている状態になることを指しており、この状態の

ことを「カーボンニュートラル」といいます。 
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(3) 上位･関連計画の変化 

 

社会環境や法制度等の変化を踏まえ、国や県、本市における住宅政策に係る上位･関

連計画にも変化（改正）が生じています。 

 

ア 国の住宅政策：住生活基本計画（全国計画）（令和３（2021）年３月 閣議決定） 

令和 3（2021）年 3 月の 閣議決定では、新たに、新たな日常への対応としての

「二地域居住等の住まいの多様化・柔軟化の推進」や、豪雨災害等への対応としての

「安全な住宅・住宅地の形成、被害者の住まいの早急な確保」、「2050 年カーボン

ニュートラルの実現に向けた施策の方向性」、「住宅セーフティネットの推進に向け

た居住支援協議会設立」などが示されました。 

 

イ 県の住宅政策：神奈川県住生活基本計画（令和４（2022）年３月 改定） 

社会環境の変化に的確に対応した住まいづくりを進めるため、様々な主体が共通

の目標に連携・協働して取り組む指針となるよう、改定されました。また、同計画に

は、「賃貸住宅供給促進計画」、「マンション管理適正化推進計画」も内包し、一体的

に策定されています。 

この計画では、住生活基本計画（全国計画）で示された新たな取組に対応すること

及び多彩で多様な神奈川の魅力を活かした「神奈川らしい住生活」の実現を目指すこ

とが示されています。 

 

ウ 市の方針：第10次厚木市総合計画 （令和３（2021）年３月 策定） 

将来都市像を『自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ』とし、

令和 14（2032）年度までの施策方針等を定めています。 

住宅政策に関することについては、耐震化促進、住み慣れた地域で暮らせるまちの

実現、空き家対策、市営住宅の長寿命化、市外からの若年世帯の定住促進、住宅にお

ける地球温暖化対策、自然と共存する魅力ある住環境形成などを重視しています。 

 

エ 住宅政策 個別計画：厚木市空家等対策計画（令和４（2022）年３月 改定） 

平成 28（2016）年度に策定した空家等対策計画の計画期間が満了したことから、

これまでの取組成果を検証し、空き家化の予防、管理不全空き家の解消、空き家の活

用促進等の取組方針を示しています。 
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オ 住宅政策 個別計画：厚木市マンション管理適正化推進計画（令和４（2022）年３月 策定） 

分譲マンションの管理水準及び資産価値の維持向上と、居住者の安全で快適な生

活の確保のため、管理組合が主体となった管理の適正化の促進、管理組合の求めに応

じたきめ細かな施策の実施、管理適正化に向けた市による能動的な施策の展開、資産

価値を維持向上するための施策の展開などを示しています。 

 

カ 住宅政策 個別計画：厚木市市営住宅等長寿命化計画（令和２（2020）年１月 策定） 

市営住宅の今後の適正配置に向けた取組に関する判断基準や優先順位、実施時期

等を定めており、公営住宅20のストックの概要を踏まえ、長寿命化に関する目標を設

定しています。 

 

キ 関連計画：厚木市都市計画マスタープラン（令和３（2021）年３月 策定） 

将来都市構造として、「コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充

実」と、「豊かな自然を守り、いかす都市構造の構築」を示しています。住宅政策に

関しては、住宅地の整備や住環境整備、防災の分野に関する方針を示しています。 

 

ク 関連計画：厚木市コンパクト･プラス･ネットワーク推進計画（令和３（2021）年３月 策定） 

厚木市都市計画マスタープランが目指す「コンパクト・プラス・ネットワーク型都

市構造の更なる充実」を具現化するための計画であり、住宅政策に関しては、「住宅

地の魅力を維持・向上し、多様な居住を促す」を基本方針の一つに掲げ、多様な居住

を可能にする魅力的な住宅地を維持・向上することを目指す施策を示しています。 

 

ケ 関連計画：厚木市耐震改修促進計画（令和４（2022）年９月 改定） 

新耐震基準導入以前の建築物の耐震化の目標と施策等を定めたものであり、住宅

政策に関しては、情報提供、相談体制等の環境整備、診断・改修の支援のほか、地震

時に備えた安全対策を示しています。 

 

コ 関連計画：厚木市カーボンニュートラルロードマップ（令和４（2022）年度中策定予定）地球

温暖化対策実行計画（令和４（2022）年度中改定予定） 

厚木市カーボンニュートラルロードマップは、2050 年カーボンニュートラルを

実現する道筋を示すものであり、その中で、太陽光発電の導入目標や ZEH21 を普及

させるべきことが示されています。 

また、地球温暖化対策実行計画は、市の地球温暖化対策について定めるものであり、

ZEH や再生可能エネルギー設備の導入などの方針が示されています。  
                                                      
20 公営住宅とは、国及び地方公共団体が協力して整備し、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で提供する賃

貸住宅です。市内には市が整備した市営住宅と、県が整備した県営住宅があり、入居には収入基準などの条件が定めら

れ、高齢者や障がい者の方等は基準を緩和するなど入居しやすくしています。 
21 ZEH（ゼッチ＝ゼロ・エネルギー・ハウスの略称）とは、高断熱の壁や窓、高性能の省エネ機器等の導入により、室内環境

の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電などの再生可能エネルギー等を導入することで、使う

エネルギー量が創るエネルギー量との差し引きで、おおむねゼロ以下となる住宅のことです。 
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２ 住宅・住環境の現状 

 

社会環境等の変化を踏まえ、住宅・住環境を取り巻く状況及び課題について、統計 

データに基づいた客観的な状況を整理します。 

分析結果の概要は次のとおりです。 

 

(1) 人口と世帯の現状 

 

ア 人口･世帯数の推移 

 

(ｱ) 人口・世帯数について、住民基本台帳に基づいて平成 8（1996）年からの経年

で見ると、人口は、平成 20（2008）年の 226,419 人をピークに、平成 23

（2011）年まで減少した後、平成 27（2015）年まで微増傾向へと転じ、翌平

成 28（2016）年以降は、僅かな増減を繰り返しながらも、おおむね減少傾向と

なっています。 

 世帯数については、平成 22（2010）年に減少しましたが、その後は増加傾向

となっています。 

 

■人口・世帯数の近年の経年変化（統計あつぎ） 

 

 

 

出典：統計あつぎ 
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イ 自然動態と社会動態の推移 

 

(ｱ) 自然増減22については、平成 19（2007）年から平成 26（2014）年までは、

増加していますが、平成 27（2015）年以降はマイナスに転じています。 

 一方、社会増減23については、増減を繰り返しており、平成 21（2009）年か

ら平成 23（2011）年や平成 30（2018）年から令和 2（2020）年にかけて

減少がみられていますが、令和 3（2021）年には大幅な増加が確認できます。 

  

   

                

                                                      
22 自然増減とは、人口の動態（増加、減少）における、出生・死亡による人口の増減のことです。 
23 社会増減とは、人口の動態（増加、減少）における、転入・転出による人口の増減のことです。 

■人口動態

自然増減数 社会増減数 人口増減数

平成19(2007)年 699 617 1,316

平成20(2008)年 590 829 1,419

平成21(2009)年 483 -1,379 -896

平成22(2010)年 289 -993 -704

平成23(2011)年 215 -230 -15

平成24(2012)年 125 457 582

平成25(2013)年 60 57 117

平成26(2014)年 35 45 80

平成27(2015)年 -15 140 125

平成28(2016)年 -55 -48 -103

平成29(2017)年 -255 518 263

平成30(2018)年 -506 -126 -632

令和元(2019)年 -500 -220 -720

令和2(2020)年 -602 -51 -653

令和3(2021)年 -827 562 -265

■自然動態

出生数 死亡数 自然増減数

平成19(2007)年 2,079 1380 699

平成20(2008)年 2,034 1,444 590

平成21(2009)年 1,899 1,416 483

平成22(2010)年 1,902 1,613 289

平成23(2011)年 1,808 1,593 215

平成24(2012)年 1,748 1,623 125

平成25(2013)年 1,755 1,695 60

平成26(2014)年 1,748 1,713 35

平成27(2015)年 1,697 1,712 -15

平成28(2016)年 1,711 1,766 -55

平成29(2017)年 1,618 1,873 -255

平成30(2018)年 1,499 2,005 -506

令和元(2019)年 1,453 1,953 -500

令和2(2020)年 1,433 2,035 -602

令和3(2021)年 1,353 2,180 -827

■社会動態

転入数 転出数 社会増減数

平成19(2007)年 12,296 11,679 617

平成20(2008)年 12,536 11,707 829

平成21(2009)年 10,861 12,240 -1,379

平成22(2010)年 10,160 11,153 -993

平成23(2011)年 10,214 10,444 -230

平成24(2012)年 10,898 10,441 457

平成25(2013)年 10,484 10,427 57

平成26(2014)年 10,131 10,086 45

平成27(2015)年 10,439 10,299 140

平成28(2016)年 10,106 10,154 -48

平成29(2017)年 10,989 10,471 518

平成30(2018)年 10,738 10,864 -126

令和元(2019)年 10,360 10,580 -220

令和2(2020)年 9,850 9,901 -51

令和3(2021)年 10,144 9,582 562

出典：統計あつぎ 
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(ｲ) 人口の増減に大きく影響する社会増減について、令和 3（2021）年の転入・転

出の状況を年齢階層別にみると、多くの年齢階層でプラス（転入超過）となってお

り、中でも、20～29 歳の 254 人及び 10～19 歳の 238 人の超過数が多くな

っています。その一方で、マイナス（転出超過）となっているのは、30～39 歳の

63 人（転入数 2,139 人、転出数 2,202 人）及び 0～9 歳の 6 人（転入数 681、

転出数 687）となっています。 
 

■年齢別転入転出状況（令和３年） 

 
 

 

 

■年齢階級別の人口移動の推移（平成 30年・令和元年・令和３年） 

 
  

出典：神奈川県年齢別人口統計調査結果報告 

出典：神奈川県年齢別人口統計調査結果報告 
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ウ 高齢化率・世帯類型・合計特殊出生率の推移 

 

(ｱ) 65 歳以上の高齢者人口の推移について、昭和 60（1985）年の 10,032 人を

基準としてみると、20 年後の平成 17（2005）年には 3 倍強の 30,590 人、

35 年後の令和 2（2020）年には約 5.7 倍の 57,522 人へと増加しています。 

(ｲ) 市民全体に占める高齢者の割合は昭和 60（1985）年の 5.7％から上昇してお

り、平成 17（2005）年には 13.8％に達し、令和 2（2020）年には 25.7％ま

で上昇しています。 

■65歳以上の高齢者人口及び高齢化率の推移 

  

 

(ｳ) 単身高齢者世帯の割合は、平成 27（2015）年まで増加傾向となっていました

が、令和 2（2020）年には減少に転じています。 

 一方、高齢夫婦のみの世帯の割合は、平成 27（2015）年まで緩やかに増加し

ていたものの、令和 2（2020）年には大幅に増加しています。 

 単身高齢者・高齢夫婦のみの世帯の割合は、増加しており、平成 22（2010）

年には高齢者のいる世帯の半数を占め、10 年後の令和 2（2020）年には 6 割強

に達しています。 

 

■高齢者家族類型別高齢者のいる世帯の推移 

  

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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(ｴ) 世帯の家族類型別世帯数については、単身世帯割合の上昇、子どものいる夫婦

世帯割合の低下、親ひとりと子どもの世帯割合の上昇傾向が進展しています。 
 

■世帯の家族類型別世帯数の内訳 

 
 

(ｵ) 本市の合計特殊出生率24 は、平成 24（2012）年に 1.20 まで低下した後、上

昇に転じ、平成 28（2016）年には 1.33 まで上昇しました。しかし、平成 29

（2017）年以降は低下し、令和元（2019）年における本市の合計特殊出生率は、

1.19 と、平成 20（2008）年以降、最も低い値となっています。 

 全国との傾向と比較すると、本市の合計特殊出生率は低くなっています。また、

県との比較では、平成 30（2018）年以降、再度県を下回っています。 
 

■合計特殊出生率の推移 

 

                                                      
24 合計特殊出生率とは、「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一

生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。 

出典：国勢調査 

出典：神奈川県衛生統計年報 
※全国値は、厚生労働省人口動態統計 
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エ 生活保護利用者数・外国人の推移 

 

(ｱ) 生活保護利用者数は増加傾向となっており、平成 19（2007）年の 1,969 人

に対し、令和 3（2021）年には約 1.65 倍の 3,258 人となっています。 

(ｲ) 保護率についても同様に上昇傾向となっており、平成 19（2007）年の 8.81‰25

から令和 3（2021）年には 14.56‰となっています。 
 

■生活保護の被保護人員及び保護率の推移 

 

(ｳ) 外国籍市民の人数は、平成 20（2008）年の 6,174 人から平成 24（2012）

年の 5,264 人まで減少した後、令和元（2019）年まで増加を続け、同年には

7,743 人と、最多となっています。なお、令和 3（2021）年には、7,656 人へ

と微減しています（対令和元（2019）年比で 1.12％減少）。 

(ｴ) 総人口に対する外国籍市民の人数割合（外国人割合）は、人数と同じ傾向となっ

ており、平成 19（2007）年の 2.57％から令和元（2019）年には 3.45％へと

上昇し、令和 3（2021）年には 3.42％となっています。 
 

■外国人登録者数及び外国人割合の推移 

  

                                                      
25 ‰（パーミル）とは、千分率で1000分の1を単位としています。 

出典：統計あつぎ 市民課 

出典：統計あつぎ 生活福祉課 
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オ 人口分布からみる都市構造 

 

(ｱ) 令和 2（2020）年の人口分布（250m メッシュ人口）を見ると、厚木北地区

を中心として北側に人口密度の高い地域が広がっています。また、土地区画整理事

業等により整備された森の里地区、まつかげ台地域、みはる野地域、鳶尾地域も、

駅から遠方ながらも人口が多くなっています。 

 市街化調整区域26も含めて、市全体としてバス路線に沿う形で住宅地が形成され

ています。 

 

■令和２（2020）年の人口分布（250m メッシュ人口） 

 
出典：国勢調査 

                                                      
26 市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域のことであり、開発行為や建築行為等が制限され

ます。 
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(ｲ) 平成 27（2015）年と令和 2（2020）年の人口を比較すると、厚木北地区な

ど、人口が増加している地区もありますが、市全体について見ると、減少している

地区が多くなっています。 

 

■人口の増減数（平成 27（2015）年と令和２（2020）年の比較） 

 
出典：国勢調査 
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(ｳ) 高齢化率の分布を見ると、本厚木駅周辺では、高齢化率が比較的低くなってお

り、荻野地区、小鮎地区、玉川地区、森の里地区では、高齢化率が高くなっていま

す。 

 

■令和２（2020）年の高齢化率の分布 

 
出典：国勢調査  
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(ｴ) 平成 27（2015）年と令和 2（2020）年の高齢者人口を比較すると、本厚木

駅周辺だけでなく、駅から離れている地区でも大きく増加している箇所が点在し

ており、市全体で高齢化が進んでいる様子がうかがわれます。 

 

■高齢者数の増減率（平成 27（2015）年と令和２（2020）年の比較） 

 
出典：国勢調査 
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(2) 住宅の現状 

 

ア 建て方別住宅数の現状 

 

(ｱ) 平成 15（2003）年以降、総住宅数は増加傾向となっていますが、建て方別の

構成比に大きな変化はみられず、一戸建てと共同住宅が約半数ずつを占めていま

す。 

  なお、一戸建てと共同住宅の戸数を比較すると、平成 15（2003）年以降、一

戸建て住宅よりも共同住宅の戸数が上回っています。 

 

■住宅の建て方別住宅数の推移 

 

  

出典：住宅・土地統計調査 
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イ 建築時期・耐震化率の現状 

 

(ｱ) 平成 30（2018）年の建築時期別住宅数をみると、昭和 45（1970）年以前

築の住宅は 3.4％（2,980 戸）、昭和 46（1971）～昭和 55（1980）年築は

13.4％（11,790 戸）であり、旧耐震基準（昭和 56（1981）年以前）の住宅

は、合わせて 16.8％（14,770 戸）を占めています。 

 また、平成 15（2003）年と比較すると、同年における昭和 45（1970）年

以前築は 7.2％（5,690 戸）、昭和 46（1971）～昭和 55（1980）年築は 19.3％

（15,320 戸）で、旧耐震基準で建築された住宅数割合は 26.5％であったため、

過去 15 年間で 9.7 ポイントの減少となっています。 

 

■建築時期別住宅数の推移（建築時期不詳の住宅を除く） 

 

 
  

昭和45年

以前築

昭和46～

55年築

昭和56～

平成2年築

平成3～

12年築

平成13～

17年築

平成18～

22年築

平成23～

27年築

平成28～

30年9月築
総数

平成15(2003)年

 (79,270戸)
5,690 15,320 25,040 27,350 5,870 － － － 79,270

平成20(2008)年

 (86,710戸)
4,370 14,700 23,080 22,750 14,420 7,390 － － 86,710

平成25(2013)年

 (85,620戸)
4,650 13,050 19,320 23,810 10,290 9,660 4,840 － 85,620

平成30(2018)年

 (87,720戸)
2,980 11,790 18,720 21,290 10,170 9,450 8,850 4,470 87,720

出典：住宅・土地統計調査 
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(ｲ) 本市の住宅の耐震化率は、令和２（202０）年の推計値で、戸建て住宅が85.1％、

共同住宅で 98.4％、全体で 92.7％となっています。 

 昭和 56（1981）年５月以前の旧耐震基準で建築された住宅は、16,121 戸で、

総戸数 99,873 戸の約 16％を占めます。そのうち、耐震性の確保されている住

宅は 8,787 戸で、総戸数の約 9％となっています。 

 

■住宅の耐震化の推計（令和３年） 

 

 

  

出典：厚木市耐震改修促進計画（令和４年９月） 
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ウ 居住面積水準・バリアフリー化の現状 

 

(ｱ) 最低居住面積水準27未満の世帯の割合についてみると、平成 15（2003）年か

ら平成 25（2013）年までは上昇していたものの、平成 30（2018）年には微

減に転じ、8.2％となっています。 

 最低居住面積水準未満の世帯の割合について所有関係別で見ると、持ち家では

0.9％となっている一方、他の区分は 17％弱～19％強と、大幅に高い値となって

います。なお、公営及び都市再生機構(UR)･公社の借家は、それぞれ 19.3％、

16.9％となっています。 

 

■居住面積水準の推移 

 

■所有関係別居住面積水準（平成 30年） 

  

                                                      
27 最低居住面積水準とは、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す

る水準として、住生活基本計画（全国計画）で示されている水準です。最低居住面積：単身者25㎡、２人以上の世帯10㎡

×世帯人数+10㎡ 

（誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要

と考えられる住宅の面積に関する水準です。一般型誘導居住面積水準と都市居住型誘導面積水準からなります。一般型

誘導居住面積水準：単身者55㎡、２人以上の世帯25㎡×世帯人数+25㎡・都市居住型誘導面積水準：単身者40㎡、２人

以上の世帯20㎡×世帯人数+15㎡） 

出典：住宅・土地統計調査 

出典：住宅・土地統計調査 
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(ｲ) 65 歳以上の世帯員がいる専用住宅28における一定のバリアフリー化率（2 か所

以上の手すり設置又は屋内の段差を解消している住宅の割合）をみると、平成 20

（2008）年及び平成 25（2013）年においては 36％前後で、全国や県と比較

するとやや低い水準となっていましたが、平成 30（2018）年には 45.5％へと

上昇し、全国及び県よりも高くなっています。なお、前回計画における令和 7

（2027）年時点の目標値は一定のバリアフリー化率 55.0％とされており、徐々

に近づいている様子がうかがわれます。 

(ｳ) 65 歳以上の世帯員がいる専用住宅における高度のバリアフリー化率（2 か所

以上の手すり設置、屋内の段差解消及び車いすで通行可能な廊下幅となっている

住宅の割合）は、平成 20（2008）年及び平成 25（2013）年の約 8％から、

平成 30（2018）年には 9.5％へと上昇しており、一定のバリアフリー化率と同

様、全国及び県よりも高い水準となっています。 

 

■65歳以上の世帯員のいる専用住宅のバリアフリー化率 

 

  

                                                      
28 住宅・土地統計調査における専用住宅とは、一戸建、長屋建、共同住宅において、居住の目的だけに建てられ、店舗、作

業場、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅のことです。 

出典：住宅・土地統計調査 

一定のバリアフリー化率 高度のバリアフリー化率 
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エ マンションの現状 

(ｱ) 令和 2（2020）年の分譲マンション実態調査の結果では、市内に立地する分

譲マンションは、308 棟、13,924 戸と確認されました。その多くは、1970 年

代後半から 1980 年代前半にかけて急激に増加し、年間 10～20 棟程度建築さ

れてきました。その後、2000 年頃まで年間 10 棟程度に落ち着き、それ以降は

減少傾向となっています。 

(ｲ) 築 30 年以上の高経年マンションが全体の過半数を占めている中、管理実態につ

いてみると、高経年マンションでは、建物を適正に維持管理していくために必要な

長期修繕計画が作成されていないマンションの割合は、比較的新しいマンション

と比べて高くなっています。 

■市内分譲マンションの組合数・棟数・戸数 

 

 

■市内分譲マンションの年別新規供給棟数 

 

 

■市内分譲マンションにおける建築時期別長期修繕計画の有無（アンケート結果） 

  

出典：厚木市マンション管理適正化推進計画（令和４年３月） 

出典：厚木市マンション管理適正化推進計画（令和４年３月） 

出典：厚木市マンション管理適正化推進計画（令和４年３月） 
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オ 空き家の現状 

(ｱ) 空き家戸数は平成 5（1993）年の 7,240 戸から増加しており、平成 30（2018）

年には約 2.1 倍の 15,450 戸となっています。 

 また、空き家率についても上昇傾向となっており、平成 30（2018）年には

14.0％となっています。 

(ｲ) 一戸建てと集合住宅（長屋建、共同住宅、その他の住宅の合計）における住宅総

数に対する空き家率の推移（平成 20（2008）年から平成 30（2018）年の 3

年時のみ）をみると、一戸建てについては 2.3％から 1.9％へと低下傾向となって

いる一方、集合住宅については 9.7％から 12.1％へと上昇傾向となっています。 

 

■空き家戸数及び空き家率の推移 

 

 

(ｳ) 令和 3（2021）年に実施した空家実態調査の結果、特定空家等になるおそれ

がある空き家（A 区分）は見られません。また、管理不全の空き家（B 区分）につ

いては 46 戸確認されたものの、平成 28（2016）年の 205 戸から 159 戸減

少しています。 

 

■空き家戸数と評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：厚木市空家等対策計画（令和４年３月）  

出典：住宅・土地統計調査 
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カ 温室効果ガスの排出量の現状 

 

(ｱ) 市域からの温室効果ガス29排出量は、全体として緩やかな減少傾向にありますが、

平成 26（2014）年度以降は横ばい状況で推移してきています。平成 29（2017）

年度のＣＯ2 排出量は、基準年度（平成 25（2013）年度）比で 10.2％減少して

おり、部門別では、産業部門で9.1％、家庭部門12.5％、業務その他の部門13.3％、

運輸部門（自動車）3.8％と、各部門とも減少となっています。 
 

■部門別 CO2排出量の推移 

      

 
  

                                                      
29 温室効果ガスとは、二酸化炭素等の気体のことで、赤外線を吸収し、再び放出する性質があります。この性質のため、太

陽で暖められた地球の表面から地球の外に向かう赤外線の多くが、熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻ってく

ると温室効果が生じます。大気中の温室効果ガスが増えると温室効果が強まり、地球温暖化の原因となります。 

出典：第５次厚木市環境基本計画（令和３年３月） 

単位:千 t-CO2 
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キ 公営住宅・公的賃貸住宅等の現状 

 

(ｱ) 市営住宅 

a 市営住宅の供給戸数 

平成 31（2019）年度から戸室ハイツ B の入居が開始され、現在は 12 団地、計

481 戸が供給されています。うち、耐用年限（70 年）の 1/2 を超過しているもの

が 3 団地、計 70 戸を占めています。 

  
車いす専用住戸：15 戸（室構成のカッコ内の数字） 

単身用住戸（1DK、1K）：104 戸（上向原 A10 戸、上向原 B24 戸、戸室 A35 戸、戸室 B35 戸） 

3DK：274 戸、2DK：71 戸、2LDK：10 戸、1LDK：7 戸＝計 481 戸 

EV：エレベーター 

※ 公営住宅施行令第 13 条により市営住宅の耐用年限は 70 年である 

  

番号 団地名 建設年度 経過年数 構造等 階数 室構成 EV 戸数

1 吾妻団地 S47 50年 中層耐火 5 3DK － 20

2 吾妻(2)団地 S53 44年 中層耐火 5 3DK － 20

3 富士見町団地 S57 40年 中層耐火 5 2DK(3)･3DK － 30

4 旭町ハイツ S63 34年 中層耐火 5 2DK(1)･3DK － 30

5 妻田東ハイツ(1) H３ 31年 中層耐火 5 3DK － 30

6 妻田東ハイツ(2) H５ 29年 中層耐火 5 2DK(1)･3DK － 20

7 妻田東ハイツ(3) H６ 28年 中層耐火 5 2DK･3DK － 35

8 宮の里ハイツ H９ 24年 高層耐火 7 1LDK･2LDK(1)･3DK(1) 有 67

9 上向原ハイツＡ H13 21年 中層耐火 5 1DK･2DK･3DK(2) 有 45

10 上向原ハイツＢ H16 18年 中層耐火 4 1DK･2DK(1)･3DK(1) 有 44

11 戸室ハイツA H24 10年 中層耐火 5 1K･2DK(2)･2DK･3DK 有 70

12 戸室ハイツB H30 ４年 中層耐火 5 1K･2DK(2)･2DK･3DK 有 70

481合計

令和４年４月現在 
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b 市営住宅の応募倍率 

市営住宅の応募倍率については、戸室ハイツＢの完成後（平成 30（2018）年 11

月募集、平成 31（2019）年 4 月入居開始）、おおむね３倍以内で安定して推移し

ています。 

 

■市営住宅の応募倍率 

 

                             

 

(ｲ) 県営住宅の現状 

本市には、9 団地、72 棟、2,075 戸の県営住宅が供給されています。平成 30

（2018）年度からの 5 年間で、緑ケ丘団地で 14 棟、50 戸が減少しています。 

 

■本市における県営住宅の現況 

  

 

 

 

 

団地名 建設年度 構造 階数 棟数 戸数

ハイムニュー旭 S60 耐火 5 1 30

グリーンハイツ金田 H3 耐火 3～4 2 18

妻田東ハイツ S63～H5 耐火 2～5 5 128

ハイム厚木旭 S57～58 耐火 3 5 63

緑ケ丘団地 S57～H29 耐火 3～5 16 428

吾妻団地 S46～53 耐火 5～8 21 749

文郷山団地 S47 耐火 5 7 240

及川団地 S48 耐火・簡易耐火 2～5 10 312

グリーンハイツ愛名 H7～8 耐火 3～5 5 107

合計9団地 72 2,075

出典 住宅課資料 

令和４年４月現在 
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(ｳ) 神奈川県住宅供給公社・UR賃貸住宅の現状 

市内には、神奈川県住宅供給公社の賃貸住宅が 1 団地、400 戸、UR 都市機構の

賃貸住宅が 2 団地、656 戸、供給されています。 

■市内にある県住宅供給公社の賃貸住宅 

団地名 建設年度 構造 階数 戸数 

緑ケ丘 昭和 39 耐火 4 400 

令和４年４月現在 

■市内にあるＵＲ都市機構の賃貸住宅 

団地名 建設年度 構造 階数 戸数 

鳶尾 昭和 52～54 耐火 1～11 579 

テラス長谷 昭和 60 耐火 1～2 77 

令和４年４月現在 

 

(ｴ) サービス付き高齢者向け住宅の現状 

市内には、8 事業者により、計 399 戸のサービス付き高齢者向け住宅30が供給さ

れています。 

 

■市内立地のサービス付き高齢者向け住宅一覧 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住安定確保に関する法律」の改正（平成23年）により創設された制度で、

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーなどのハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生

活相談サービスを備えるなどのソフト面についても、一定の基準を満たす認定を受けた住宅のことです。 

番号 事業者名 所在地 専用面積(㎡） 戸数(戸）

1 マザーホーム戸室 戸室一丁目29番1号 19.74～39.48 20

2 ふるさとホーム本厚木 恩名五丁目3番30号 18.83～20.28 40

3 ふるさとホーム厚木インター 岡田二丁目16番11号 18.83 35

4
介護付き有料老人ホーム

「健康倶楽部館ファンコート厚木」
上依知181番地 18.04～19.10 120

5 ふるさとホーム厚木三田 三田二丁目25番1号 18.83 50

6 小町山グリーンホーム 小野2240番地1 25.08～43.91 48

7 ふるさとホーム厚木上依知 上依知1465番地 18.83 44

8 ふるさとホーム厚木妻田 妻田西三丁目1番14号 18.83 42

- - 399合計

令和４年６月現在 
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(ｵ) セーフティネット住宅の現状 

市内のセーフティネット住宅については、「セーフティネット住宅情報提供システ

ム」により、令和 4（2022）年 9 月現在、263 棟、2,227 戸が登録されていま

す。 

 

■市内のセーフティネット住宅登録数 

 

 

 

 

 

  

棟数 戸数

263棟 2,227

令和４年９月現在 
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３ 住環境・住宅政策に関する市民アンケート調査 

 

 本計画を策定するに当たり、市民の住宅に関するニーズやまちづくりに関する意向

及び評価を把握するため、アンケート調査を実施しました。 

 

(1) 調査概要 

 

実施時期 令和 4（2022）年 6 月 2 日～20 日 

実施方法 1 全体の調査対象数 2,000 件 

2 無作為抽出の手順 

(1)日本国籍市民と外国籍市民の調査対象件数については、

構成比をもとに日本国籍市民 1,932 人、外国籍市民 68

人とした。 

(2)18 歳以上の市民の性別、年齢及び居住地区ごとの構成

比をもとに、居住地区別の調査対象人数を決定した。 

(3)一世帯一人とする。 

有効回収数 705 件（回収率 35.3%） 

 

 

(2) 調査結果の見方（集計･分析にあたっての留意点） 

○集計の母数は、有効回収数（705 件）とし、「n」と表記します。なお、条件付設

問においては、項目名に「○○の場合」と表記したうえで、当該設問に回答すべき

該当数を母数 n とします。 

○選択肢の語句が長い場合、視認性等に配慮し、本文やグラフ等で省略した表現を用

いる場合があります。（例：サービス付き高齢者向け住宅⇒サ高住、など。） 

○図表に表記する割合（％）は、小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、回答

割合の合計が 100％とならない場合があります。 

○複数回答の設問の場合（項目名に「複数回答」と表記。）、回答割合の合計は 100％

を超えることがあります。 
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(3) 回答者の状況 

 

ア 地区別配布・回収数 

 

各地域における配布数や回収数、回収率及び回収数の構成比は次のとおりです。回収

率をみると、「森の里地区」が 61.8％と最も高く、続いて、「厚木北地区」が 44.5％

となっています。         

 

地区名 町丁目 配布数 回収数 回収率 回収数の構成比

厚木北
松枝１～２丁目、元町、東町、寿町１～３丁目、水引１～２丁目、

厚木町、中町１～４丁目、栄町１～２丁目、田村町、厚木、吾妻町
209 93 44.5% 13.2%

厚木南 幸町、泉町、旭町１～５丁目、南町 98 36 36.7% 5.1%

依知北 上依知、猿ケ島、山際、下川入 157 54 34.4% 7.7%

依知南 関口、中依知、下依知、下依知１～３丁目、金田 113 45 39.8% 6.4%

睦合北 棚沢、三田南１～３丁目、三田、三田１～３丁目 90 30 33.3% 4.3%

睦合南
妻田南１～２丁目、妻田東１～３丁目、

妻田西１～３丁目、妻田北１～４丁目
173 51 29.5% 7.2%

睦合西 及川１～２丁目、及川、林１～５丁目、王子１丁目 81 27 33.3% 3.8%

荻野
みはる野１～２丁目、まつかげ台、上荻野、中荻野、

下荻野、鳶尾１～５丁目
216 76 35.2% 10.8%

小鮎
飯山、飯山南１～５丁目、上古沢、下古沢、

宮の里１～４丁目
123 43 35.0% 6.1%

南毛利
戸室１～５丁目、恩名１～５丁目、恩名、愛名、

温水西１～２丁目、温水、長谷、毛利台１～３丁目
331 119 36.0% 16.9%

南毛利南
船子、愛甲、愛甲１～４丁目、愛甲東１～３丁目、

愛甲西１～３丁目
97 35 36.1% 5.0%

玉川 七沢、小野、岡津古久 28 10 35.7% 1.4%

相川
岡田１～５丁目、岡田、酒井、戸田、下津古久、上落合、

長沼
122 36 29.5% 5.1%

緑ヶ丘 王子２～３丁目、緑ケ丘１～５丁目 39 13 33.3% 1.8%

森の里 森の里若宮、森の里青山、森の里１～５丁目 55 34 61.8% 4.8%

68

－ 3 － 0.4%

総計 2,000 705 35.3% 100.0%

外国人(地区区分なし) 把握不可

無回答
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イ 年齢層別配布・回収数 
 

各年齢層における配布数や回収数、

回収率及び回収数の構成比は下表の

とおりで、年齢が高くなるほど回収率

や回収数の構成比が高くなる傾向と

なっています。 

なお、住宅や住環境、施策に対する

評価は年齢層によって異なる可能性

があるため、本節における分析では、

必要に応じて、39 歳以下（10・20 代及び 30 代の合計）、40～59 歳（40 代及

び 50 代の合計）、60 歳以上（60 代以上の合計）の 3 つの年代に分けて示すこと

とします。 

 

ウ 家族構成 
 

「夫婦のみ」が 29.6％で最も高く、続い

て、「親と 18 歳以上の子」が 24.5％、「単

身」が 23.3％となっています。 

子育て世帯（18 歳未満の子のいる世帯）

及び三世代世帯は、合わせて 17.4％となっ

ています。 

 

 

 

エ 勤務先 
 

年代別にみると、39 歳以下及び 40～59 歳の半数弱は勤務先が「厚木市内」と

なっているほか、「隣接市町村」や「県内」、「都内」などの回答もみられます。 

なお、「勤めていない」については、40～59 歳（18.8％）よりも 39 歳以下

（25.7％）の方が、高くなっており、39 歳以下の回答者については、18 歳から

20 歳代前半の学生の方が回答者であるなどの可能性が考えられます。 

 

 

  

29.6%

24.5%

23.3%

7.8%

5.8%

4.4%

3.8%

0.7%

夫婦のみ

親と18歳以上の子

単身

親と6～18歳未満の子

親と6歳未満の子

その他

三世代世帯

無回答

0% 10% 20% 30% 40%

n=705件 家族構成 

注) 構成比の高い選択肢 

から降順で表示 

25.7%

18.8%

68.7%

47.8%

47.2%

18.3%

8.0%

13.1%

8.8%

11.8%

6.4%

8.8%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39歳以下 (n=113件)

40～59歳 (n=229件)

60歳以上 (n=361件)

勤めていない 厚木市内 隣接市町村 県内 都内 その他 無回答

年代別 勤務先 注) 5%未満の数値は非表示 

年齢層 配布数 回収数 回収率 回収数の構成比

10･20代 311 48 15.4% 6.8%

30代 268 65 24.3% 9.2%

40代 356 100 28.1% 14.2%

50代 344 129 37.5% 18.3%

60代 253 117 46.2% 16.6%

70代 296 155 52.4% 22.0%

80代以上 172 89 51.7% 12.6%

無回答 － 2 － 0.3%

総計 2,000 705 35.3% 100.0%
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(4) 住まいの状況 

 

ア 住まいの種類 

「一戸建ての持ち家(新築)」が

53.2％と高くなっています。続い

て、「民間賃貸アパート･マンショ

ン」が 17.4％、「分譲マンション

(新築)」が 10.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 居住期間 

「20 年以上」が 49.6％と、高

くなっています。続いて、「1～5 年

未満」が 13.5％、「5～10 年未満」

が 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

ウ 住宅の広さ 

「100 ㎡以上」が 32.8％で最

も高く、続いて、「80～100 ㎡未

満」が18.2％、「60～80㎡未満」

が 18.0％となっています。 

 

  

4.7%

8.5%

10.8%

18.0%

18.2%

32.8%

7.1%

25㎡未満

25～40㎡未満

40～60㎡未満

60～80㎡未満

80～100㎡未満

100㎡以上

無回答

0% 10% 20% 30% 40%

n=705件 住宅の広さ 

53.2%

17.4%

10.1%

5.2%

5.0%

2.8%

2.3%

1.8%

1.0%

0.7%

0.4%

一戸建ての持ち家(新築)

民間賃貸アパート マンション

分譲マンション(新築)

分譲マンション(中古)

一戸建ての持ち家(中古)

市営住宅等の公営住宅

その他

戸建ての賃貸住宅

UR 公社の賃貸住宅

社宅 寮

無回答

0% 20% 40% 60%

n=705件

注) 構成比の高い選択肢 

から降順で表示 

住いの種類 

4.0%

13.5%

12.1%

10.1%

9.2%

49.6%

1.6%

1年未満

1～5年未満

5～10年未満

10～15年未満

15～20年未満

20年以上

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

n=705件 居住期間 
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(5) 住まいの意向 

 

ア 現在の住まいの周辺環境の満足度 

 

現在の住まいの周辺環境についての満足度については、「満足」及び「まあ満足」

の合計値に着目すると、総合的な評価では、79.1％となっています。 

また、項目別では、「緑の豊かさ」が 83.2％で最も高く評価されており、続いて、

「子育てしやすい環境」が 79.6％となっています。 

なお、最も満足度が低いのは「周囲の道路の安全性」で、57.5％であるのに対し、

「やや不満」及び「不満」の合計値は 40.9％となっています。緑や自然、子育て環

境に関する満足度が高い一方で、利便性や安全性に関する満足度が相対的に低くな

っています。 

 

 

  

32.8%

13.8%

20.4%

21.7%

8.9%

12.8%

14.8%

28.5%

19.9%

22.6%

8.1%

21.6%

9.5%

14.2%

50.4%

65.8%

52.3%

50.2%

62.0%

58.2%

54.9%

40.4%

48.8%

45.5%

57.9%

44.3%

49.5%

43.3%

11.6%

13.6%

18.6%

18.6%

20.4%

21.4%

23.5%

18.4%

21.6%

19.4%

25.1%

21.0%

31.1%

32.1%

7.4%

6.1%

5.2%

3.8%

8.5%

10.4%

5.5%

9.2%

7.0%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緑の豊かさ

子育てしやすい環境

公園などの公共空間

建物のこみぐあい等

近隣づきあいや地域の連帯感

まちなみの美しさや景観

火災時の安全性

騒音 振動

医療機関への便利さ

日常の買い物の便利さ

福祉の充実

通勤 通学の便利さ

図書館などへの便利さ

周囲の道路の安全性

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答

n=705件

 

 
9.6% 69.5% 15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総合的な評価

周辺環境の満足度 
注 1) 5%未満の数値は非表示 
注 2) 「満足」及び「まあ満足」の合計値で降順 

周辺環境の満足度の総合的な評価 
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イ 居住継続意向 

 

居住継続意向については、全回答者の回答では、「現在の住まいに住み続けたい」

が 58.0％で最も高く、続いて、「当分は住み続けるが将来はわからない」が 27.5％

となっており、合わせて 85.5％が、当面の期間における居住継続を望んでいます。

居住継続意向を年代別にみると、年代が低くなるにつれて居住継続意向が低く（住

み替え意向が高く）なっています。 

 

 

  

58.0%

41.6%

45.4%

71.5%

27.5%

38.1%

36.2%

18.8%

7.8%

13.3%

11.4%

5.3%

5.7%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全回答者 (n=705件)

39歳以下 (n=113件)

40～59歳 (n=229件)

60歳以上 (n=361件)

現在の住まいに住み続けたい 当分は住み続けるが将来はわからない

いずれは住み替えたい 現在 住み替える予定がある

年代別 居住継続意向 
注) 5%未満の数値は非表示 
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ウ 住み続けたい理由で重視すること 複数回答 

 （「現在の住まいに住み続けたい」と回答した場合） 

 

「現在の住まいに住み続けたい」と回答した場合において住み続けたい理由で重

視することとして、全回答者の回答では、「買い物の便」が 41.1％で最も高く、続

いて、「道路･交通網」が 38.1％、「家族･親戚や知人等」が 31.8％となっています。 

また、年代別にみると、次のような傾向がみられます。 

39 歳以下：「職場･学校の近さ」が 31.9％、「子育て環境」が 23.4％、「子ども

の教育環境」が 10.6％と、他年代よりも特に高くなっています。一方、「自然環境､

まちなみ景観」については、12.8％と、他の年代よりも大幅に低くなっています。 

40～59 歳：「買い物の便」及び「道路･交通網」を重視する傾向が特に強く（そ

れぞれ 50.0％、51.9％）なっています。 

60 歳以上：「治安､安心」が 35.3％、「自然環境､まちなみ景観」が 30.2％と、

他の年代よりもやや高くなっています。 

  

年代別 住み続けたい理由で重視すること
（「現在の住まいに住み続けたい」と回答した場合）

全回答者
(n=409)

39歳以下
(n=47)

40～59歳
(n=104)

60歳以上
(n=258)

買い物の便 41.1% 36.2% 50.0% 38.4%

道路･交通網 38.1% 42.6% 51.9% 31.8%

家族･親戚や知人等 31.8% 36.2% 29.8% 31.8%

治安､安心 30.1% 19.1% 22.1% 35.3%

自然環境､まちなみ景観 27.6% 12.8% 27.9% 30.2%

職場･学校の近さ 13.7% 31.9% 21.2% 7.4%

医療･福祉･介護サービス 12.0% 14.9% 8.7% 12.8%

災害対策 8.1% 6.4% 4.8% 9.7%

地域コミュニティ 7.3% 0.0% 4.8% 9.7%

環境､資源 6.1% 0.0% 2.9% 8.5%

子育て環境 7.1% 23.4% 5.8% 4.7%

その他 6.1% 10.6% 4.8% 5.8%

市のイメージ 5.1% 4.3% 4.8% 5.4%

不動産価格や家賃 3.2% 6.4% 4.8% 1.9%

祭り･イベント 2.2% 4.3% 2.9% 1.6%

在宅勤務のしやすさ 3.4% 12.8% 5.8% 0.8%

地域活動の環境 2.2% 0.0% 0.0% 3.5%

子どもの教育環境 2.0% 10.6% 1.9% 0.4%
健康･生涯学習の環境 2.2% 0.0% 2.9% 2.3%
文化活動の環境 1.7% 0.0% 1.0% 2.3%
伝統芸能･歴史等 0.7% 0.0% 0.0% 1.2%
無回答 3.9% 2.1% 1.0% 5.4%

注1) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示

注2) 選択肢を3つ以上回答した場合は「無効」とし、無回答として集計
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エ 住み替え先を選ぶ際に重視すること 複数回答 

 （「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合） 

 

「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合において、住み替え先を選

ぶ際に重視することとして、全回答者の回答では、「買い物の便」が 55.0％で最も

高く、続いて、「道路･交通網」が 45.4％、「治安､安心」が 37.0％となっています。 

また、年代別にみると、次のような傾向がみられます。 

39 歳以下：「職場･学校の近さ」（26.6％）や「子育て環境」（15.6％）等は他の

年代よりも高くなっており、また、「不動産価格や家賃」（23.4％）や「家族･親戚

や知人等」（14.1％）もやや高い様子がうかがわれます。その一方、「医療･福祉･介

護サービス」が 9.4％と、他の年代よりも大幅に低くなっています。 

40～59 歳：全回答者の傾向とおおむね同様となっています。 

60 歳以上：「医療･福祉･介護サービス」が 54.1％と特に高いほか、「自然環境､

まちなみ景観」（28.2％）や「家族･親戚や知人等」（15.3％）についても、他の年

代よりも高くなっています。 

  

年代別 住み替え先を選ぶ際に重視すること
（「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合）

全回答者
(n=262)

39歳以下
(n=64)

40～59歳
(n=112)

60歳以上
(n=85)

買い物の便 55.0% 50.0% 56.3% 56.5%

道路･交通網 45.4% 62.5% 50.9% 24.7%

治安､安心 37.0% 43.8% 42.0% 25.9%

医療･福祉･介護サービス 30.5% 9.4% 25.0% 54.1%

災害対策 19.8% 20.3% 17.0% 23.5%

自然環境､まちなみ景観 17.6% 4.7% 16.1% 28.2%

不動産価格や家賃 19.1% 23.4% 22.3% 11.8%

職場･学校の近さ 13.4% 26.6% 14.3% 2.4%

家族･親戚や知人等 11.5% 14.1% 7.1% 15.3%

子育て環境 6.1% 15.6% 5.4% 0.0%

その他 4.2% 4.7% 4.5% 3.5%

市のイメージ 2.7% 1.6% 3.6% 2.4%

地域コミュニティ 2.7% 1.6% 1.8% 4.7%

子どもの教育環境 2.7% 6.3% 2.7% 0.0%

文化活動の環境 1.9% 1.6% 0.9% 3.5%

健康･生涯学習の環境 1.5% 0.0% 0.0% 4.7%

在宅勤務のしやすさ 2.3% 1.6% 3.6% 1.2%

地域活動の環境 1.5% 0.0% 0.0% 4.7%
祭り･イベント 2.3% 1.6% 3.6% 1.2%
環境､資源 1.9% 1.6% 2.7% 1.2%
伝統芸能･歴史等 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
無回答 1.9% 0.0% 1.8% 3.5%

注1) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示

注2) 選択肢を3つ以上回答した場合は「無効」とし、無回答として集計
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オ 住み替え先の住宅の種類の希望（「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合） 

 

「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合において、希望する住み替

え先の住宅の種類として、全回答者の回答では、「一戸建ての持ち家(新築)」が

23.3％で最も高く、続いて、「民間賃貸アパート・マンション」が 22.9%、「分譲

マンション(中古)」が 12.2%となっています。 

年代別の特徴として、39 歳以下では「民間賃貸アパート･マンション」が 39.1%

と、他年代より突出して高くなっており、また、年齢層が高くなると「分譲マンシ

ョン(中古)」が比較的高くなっています。 

 

 

 

カ 住み替え先の地域の希望（「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合） 

 

「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合において、希望する住み替

え先の地域として、全回答者の回答では、「特に考えていない」が 34.4％で最も高

く、続いて、「厚木市内」が 27.1％、「県内」が 18.7％となっています。なお、「厚

木市内」と「今の住まいの近く」を合わせると、計 35.1％となっています。 

年代別にみると、39 歳以下では、「厚木市内」（23.4%）や「今の住まいの近く」

（3.1％）が、他の年代と比較して低くなっています。 

  

年代別 希望住み替え先の種類 （「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合）

全回答者
(n=262)

39歳以下
(n=64)

40～59歳
(n=112)

60歳以上
(n=85)

一戸建ての持ち家(新築) 23.3% 28.1% 22.3% 20.0%

民間賃貸アパート･マンション 22.9% 39.1% 26.8% 5.9%

分譲マンション(中古) 12.2% 6.3% 12.5% 16.5%

その他 10.3% 3.1% 9.8% 16.5%

一戸建ての持ち家(中古) 9.2% 6.3% 10.7% 9.4%

分譲マンション(新築) 8.0% 9.4% 7.1% 8.2%

市営住宅等の公営住宅 6.5% 0.0% 7.1% 10.6%

戸建ての賃貸住宅 3.8% 3.1% 3.6% 4.7%

UR･公社の賃貸住宅 1.1% 1.6% 0.0% 2.4%

無回答 2.7% 3.1% 0.0% 5.9%

総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

注) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示

年代別 希望住み替え先の地域 （「現在の住まいに住み続けたい」以外を回答した場合）

全回答者
(n=262)

39歳以下
(n=64)

40～59歳
(n=112)

60歳以上
(n=85)

特に考えていない 34.4% 39.1% 34.8% 29.4%

厚木市内 27.1% 23.4% 27.7% 29.4%

県内 18.7% 25.0% 17.9% 15.3%

今の住まいの近く 8.0% 3.1% 7.1% 12.9%

その他､他県 5.0% 4.7% 7.1% 2.4%

無回答 3.1% 3.1% 1.8% 4.7%

その他､都内 1.1% 0.0% 0.9% 2.4%

東京都23区 2.7% 1.6% 2.7% 3.5%

注) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示
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キ 親や子ども世帯との暮らし方 

 

全回答者の回答では、「別々(歩いて行ける程度の場所)」が 30.2％で最も高く、

続いて、「別々(1 時間以内の場所)」が 24.3％、「同じ住宅」が 16.9％となってい

ます。年代別でみると、40～59 歳と 60 歳以上ではおおむね同様の傾向となって

いる一方で、39 歳以下については、主に次の点で傾向が異なっています。 

 ・「同じ住宅」の回答は 14.2％と低く、また、「2 世帯住宅等」についてはわずか

2.7％と、他の年代よりも特に低くなっており、両者の合計値（16.9%）は、

他の年代の約半数となっています。 

 ・「別々(1 時間以内の場所)」が 30.1％と比較的高く、更には、「別々(遠く離れて

も構わない)」は 23.9％と、他の年代よりも 2～3 倍程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 在宅勤務の実施有無 

 

「（在宅勤務を）実施していない」が 35.7％、「現在も実施している」が 10.2％、

「以前は実施していた（現在は終了）」が 8.4％となっています。 

年代別でみると、39 歳以下や 40～59 歳においても「実施していない」が半数

前後を占め、実施経験のある割合は 30～35％程度となっています。 

  

16.9%

14.2%

14.8%

19.1%

8.7%

2.7%

10.5%

9.4%

30.2%

27.4%

29.7%

31.6%

24.3%

30.1%

27.1%

20.5%

11.8%

23.9%

12.2%

7.8%

5.2%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全回答者 (n=705件)

39歳以下 (n=113件)

40～59歳 (n=229件)

60歳以上 (n=361件)

同じ住宅 2世帯住宅等 別々(歩いて行ける程度の場所)
別々(1時間以内の場所) 別々(遠く離れても構わない) その他
無回答

年代別 親や子ども世帯との暮らし方 注) 原則として 5%未満の数値は非表示 

10.2%

20.4%

15.7%

3.6%

8.4%

15.0%

13.5%

3.0%

35.7%

46.0%

53.3%

21.6%

36.9%

16.8%

14.8%

57.1%

8.8%

1.8%

2.6%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全回答者 (n=705件)

39歳以下 (n=113件)

40～59歳 (n=229件)

60歳以上 (n=361件)

現在も実施している 以前は実施していた (現在は終了)

年代別 在宅勤務の実施の有無 
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ケ 在宅勤務環境への満足度（在宅勤務の実施経験がある場合） 

 

「満足している」が 39.7％、「や

や満足している」が 32.1％を占め

ており、合わせて 71.8％が満足し

ています。 

その一方、「多少不満である」及

び「不満である」が、合わせて

26.7％となっています。 

 

 

コ 不満の内容（在宅勤務環境に不満がある場合） 

 

不満の内容として、「仕事が

できるスペースがない」が

34.6％で最も高く、「インタ

ー ネ ッ ト 環 境 が 悪 い 」 が

26.9％となっています。 

 

 

 

 

サ 高齢時の住み替え意向 

 

全回答者のうち 54.2％が「現在の住まいに住み続けたい」と回答しています。 

ただし、年代別にみると、若くなるにつれて居住継続意向が低くなっており、39

歳以下では 32.7％、40～59 歳では 43.2％に低下する一方、「別の住まいに住み

替えたい」が 50～65％程度を占めています。 

  

39.7%

32.1%

19.1%

7.6%

1.5%

満足している

やや満足している

多少不満である

不満である

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=131件 在宅勤務環境への満足度 

34.6%

26.9%

19.2%

7.7%

7.7%

3.8%

仕事ができるスペースがない

インターネット環境が悪い

その他

オンオフの切り替えがしづらい

近隣の音が気になる

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=26件

注) 構成比の高い選択肢 
から降順で表示 

不満の内容 

54.2%

32.7%

43.2%

68.1%

37.9%

64.6%

51.5%

21.1%

7.9%

2.7%

5.2%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全回答者 (n=705件)

39歳以下 (n=113件)

40～59歳 (n=229件)

60歳以上 (n=361件)

現在の住まいに住み続けたい 別の住まいに住み替えたい 無回答

年代別 高齢時の住み替え意向 
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シ 高齢時の住み替え先の住宅の種類（高齢時に住み替えを希望する場合） 

 

高齢時に住み替えを希望する場合、住み替え先の住宅の種類として、全回答者の

回答では、「サービス付き高齢者向け住宅」が 19.1％で最も高く、続いて、「一戸建

ての持ち家(新築)」が 15.7%、「分譲マンション(中古)」が 13.1％となっています。 

また、年代別にみると、次のような傾向がみられます。 

39 歳以下：「一戸建ての持ち家(新築)」が 23.3％で最も高く、続いて「民間賃貸

アパート･マンション」が 17.8%となっており、これら 2 項目については、他の年

代よりも 2 倍程度高くなっています。その一方、「分譲マンション(中古)」は 9.6%

と、他の年代よりも低くなっています。 

40～59 歳：全体的に、全回答者の回答と同様の傾向となっていますが、「一戸建

ての持ち家(中古)」については、11.0％と、やや高くなっています。 

60 歳以上：「分譲マンション(中古)」（17.1％）、「高齢者施設」（14.5%）、「市営

住宅等の公営住宅」（9.2%）が他の年代よりも高くなっています。 
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ス 高齢時に希望する暮らし方 

全回答者の回答では、「自分だけで､または自分と配偶者だけで暮らしたい」が

45.0％で最も高く、続いて、「子ども世帯の近くに暮らしたい」が 19.9％、「気の

合う友人や仲間と一緒に助け合いながら暮らしたい」が 13.2％で続いています。 

年代別にみると、39 歳以下及び 40～59 歳以下では「自分だけで､または自分

と配偶者だけで暮らしたい」が約半数を占めていますが、60 歳以上では 37.7％と

相対的に低い一方で、「子ども世帯と同居して暮らしたい」が 16.9％と、他の年代

よりも高くなっています。 

 

 

セ 高齢者の安心な暮らしに必要なこと 複数回答 

「高齢者が安心して暮らすために、住まいに必要なこと」について、全回答者の

回答では、「医療や介護サービス」が 61.6％で最も高く、続いて、「移動や買い物の

便利さ」が 53.2％、「高齢者向けの住宅設計」が 44.5％で続いています。年代別

でも特に大きな差異はみられず、おおむね同様の傾向となっています。 

  

年代別 高齢時に希望する暮らし方
全回答者
(n=705)

39歳以下
(n=113)

40～59歳
(n=229)

60歳以上
(n=361)

自分だけで､または自分と配偶者だけで暮らしたい 45.0% 54.0% 52.0% 37.7%

子ども世帯の近くに暮らしたい 19.9% 18.6% 17.0% 22.2%

気の合う友人や仲間と一緒に助け合いながら暮らしたい 13.2% 15.0% 17.5% 10.0%

子ども世帯と同居して暮らしたい 10.2% 2.7% 3.5% 16.9%

同じ敷地内にある2世帯住宅で暮らしたい 5.5% 0.9% 6.1% 6.6%

その他 4.3% 3.5% 1.3% 1.9%

無回答 2.0% 5.3% 2.6% 4.7%

注) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示

年代別 高齢者の安心な暮らしに必要なこと
全回答者
(n=705)

39歳以下
(n=113)

40～59歳
(n=229)

60歳以上
(n=361)

医療や介護サービス 61.6% 63.7% 62.0% 60.7%

移動や買い物の便利さ 53.2% 63.7% 59.8% 46.0%

高齢者向けの住宅設計 44.5% 45.1% 43.2% 45.4%

災害や犯罪の設備・装置 28.9% 26.5% 28.4% 29.9%

近隣道路の安全さ 17.3% 11.5% 19.2% 18.0%

友人・知人との近さ 16.6% 19.5% 15.7% 16.3%

豊かな自然、静かさ 14.6% 8.8% 12.7% 17.7%

親族との同居または近居 13.0% 17.7% 12.7% 11.9%

趣味やレジャーの気軽さ 9.1% 11.5% 5.7% 10.5%

部屋の広さや間取り、外観の好み 8.5% 4.4% 8.3% 9.7%

ペットとの同居 6.5% 7.1% 9.6% 4.4%

職場からの近さ・適切さ 2.1% 2.7% 3.9% 0.8%

その他 0.7% 1.8% 0.9% 0.3%

特にない 0.9% 1.8% 1.3% 0.3%

無回答 4.5% 1.8% 3.1% 6.1%

注) 全回答者による構成比の高い選択肢から降順で表示
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(6) 住宅施策に対する評価 

 

ア 住宅・住環境に係る施策の評価 複数回答 
 

(ｱ) 住宅施策の改善度 

「住宅について、この５年で改善されたと思うもの」については、どの年代にお

いても「若年､子育て世帯が暮らしやすい住宅への支援」が最も高く、続いて、「住

宅の耐震診断や耐震改修の支援」が評価されています。 

 

(ｲ) 住宅施策の重要度 

「住宅について、今後重要だと考えるもの」については、40～59 歳と 60 歳以

上では、「高齢者や障がい者等が安心して暮らせる住宅への支援」を重視するなど回

答の傾向が比較的近い一方で、39 歳以下では、「若い世代の住まい確保や家賃負担

軽減への支援」や「住宅の耐震診断や耐震改修の支援」に対する今後の重要度が高

いことなど、傾向の違いがみられます。 

また、「空き家の有効活用への取り組みの支援」については、どの年代においても

重要度が高くなっています。 

 

◆住宅に係る施策への市民評価 《改善度 × 重要度》 

 

  

改善度 重要度 改善度 重要度 改善度 重要度

若い世代の住まい確保や家賃負担軽減への支援 7.1% 38.9% 9.6% 19.7% 5.5% 16.6%

若年､子育て世帯が暮らしやすい住宅への支援 26.5% 37.2% 21.0% 18.8% 15.8% 15.8%

空き家の有効活用への取り組みの支援 4.4% 28.3% 2.2% 36.2% 2.5% 35.7%

高齢者や障がい者等が安心して暮らせる住宅への支援 5.3% 28.3% 8.7% 49.3% 12.5% 55.7%

住宅の耐震診断や耐震改修の支援 9.7% 28.3% 15.3% 16.6% 14.7% 16.3%

低所得者のための公営住宅の整備 2.7% 21.2% 4.4% 20.1% 5.3% 14.4%

住宅の建設や建替え､改修のための支援 5.3% 21.2% 9.2% 24.5% 7.5% 19.9%

住まいに関するトラブルへの支援 4.4% 15.0% 1.7% 17.5% 5.5% 10.5%

環境に配慮した住宅の整備のための支援 5.3% 10.6% 5.7% 7.4% 5.3% 11.9%

総合的な住宅相談の窓口の設置 6.2% 8.0% 2.6% 9.6% 7.5% 9.7%

コロナ禍における住環境整備への支援 9.7% 8.0% 8.3% 7.0% 5.5% 2.8%

親元への近居や同居のための住宅取得に対する支援 7.1% 7.1% 4.4% 6.6% 3.6% 6.1%

住宅に関する情報提供の充実 5.3% 8.0% 5.2% 5.2% 7.2% 5.3%

その他 3.5% 0.9% 3.5% 0.9% 1.9% 0.8%

マンション管理に対する取り組みの支援 2.7% 0.0% 0.9% 6.1% 1.1% 7.5%

平均 7.0% 17.4% 6.8% 16.4% 6.8% 15.3%

注) 「39歳以下」における重要度の回答割合の高い項目から降順で表示

60歳以上39歳以下
項目名

40～59歳
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イ 住環境に係る施策の評価 複数回答 

 

(ｱ) 住環境の改善度 

「住環境について、この５年で改善されたと思うもの」については、どの年代に

おいても「公園・緑地の整備」、「街灯や防犯カメラ等の防犯対策」が高く評価され

ています。 

 

(ｲ) 住環境の重要度 

「住環境について、今後重要だと考えるもの」については、どの年代においても

「街灯や防犯カメラ等の防犯対策」が高くなっています。 

また、39 歳以下では、「子どもを安心して育てられる環境づくり」、40～59 歳

と 60 歳以上では、「高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり」の重要度

が高くなっています。 

 

◆住環境に係る施策への市民評価 《改善度 × 重要度》 

 

  

改善度 重要度 改善度 重要度 改善度 重要度

街灯や防犯カメラ等の防犯対策 15.9% 46.9% 16.2% 41.9% 19.9% 35.2%

子どもを安心して育てられる環境づくり 17.7% 31.0% 15.3% 13.5% 13.6% 13.9%

水害などの自然災害の対策 12.4% 26.5% 16.6% 22.7% 10.2% 18.3%

商店街など中心市街地の活性化 13.3% 22.1% 6.1% 22.3% 6.9% 16.1%

生活道路の整備や拡張 14.2% 22.1% 11.8% 14.4% 15.2% 10.8%

高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり 3.5% 21.2% 6.6% 31.9% 11.4% 40.7%

バスなどの公共交通機関の充実 12.4% 15.9% 4.4% 27.1% 13.0% 23.0%

災害時の避難路の確保 3.5% 15.9% 4.4% 11.4% 5.3% 11.6%

空き家･空き地の安全･衛生対策 1.8% 14.2% 2.6% 18.8% 1.7% 24.4%

歩道などの段差解消 10.6% 10.6% 8.7% 18.3% 13.9% 16.9%

公園･緑地の整備 19.5% 9.7% 19.7% 11.4% 16.6% 10.8%

近隣住民での共助や地域の連帯感の構築への支援 0.9% 7.1% 2.2% 9.2% 3.3% 13.9%

住民主体の住まい･まちづくり活動への支援 3.5% 6.2% 3.9% 3.5% 2.5% 6.4%

その他 4.4% 4.4% 2.2% 1.7% 1.1% 0.8%

地域にふさわしいまちなみや景観づくり 4.4% 4.4% 5.2% 7.4% 3.6% 4.7%

市民と行政による住宅施策の協働推進体制の整備 0.0% 3.5% 0.4% 3.5% 1.7% 6.4%

平均 8.6% 16.4% 7.9% 16.2% 8.7% 15.9%

注) 「39歳以下」における重要度の回答割合の高い項目から降順で表示

60歳以上
項目名

39歳以下 40～59歳
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４ 住宅政策における課題 

 

課題① 激甚化・頻発化する自然災害への対応   

大規模地震の発生が近いといわれる昨今、市内の住宅の耐震化は着実に進んでい

るものの、進捗には今なお課題が残るほか、市民からも重要視されていることから、

更なる耐震化の促進が必要です。 

また、安心・安全な住環境を確保するためには、住宅の耐震化だけでなく、ブロ

ック塀の改善やハザードマップの周知、更には防犯など、地域での安全性の向上を

総合的かつ計画的に推進することが必要です。 

さらに、近年では風水害の激甚化・頻発化が顕著であり、令和元（2019）年の

台風 19 号では、東日本を中心に大雨と強風による甚大な被害をもたらしたほか、

本市でも 5,709 人の市民が避難所へと避難しました。こうしたことから、地震対

策に加えて、風水害対策などについても取り組むことが必要です。 

加えて、災害が発生した場合において、被災者の住まいを速やかに確保すること

も求められています。 

 

課題② 人口・世帯の変化への対応  

合計特殊出生率が低下していることから、更なる少子化の進展が見込まれます。 

また、令和 3（2021）年は大幅に改善しているものの、25～39 歳の転出超過

が続いており、若い世代の転出は、少子化の進展にも影響を与えることから、転入

促進・転出抑制に向けた更なる取組が必要です。さらに、単身世帯割合が増加して

おり、子どものいる夫婦世帯割合が減少していることから、将来にわたる人口維持

を目指し、子育て世帯の定住を促すことも必要です。 

就職、結婚、子育て、子どもの独立、老後など、ライフステージに適した住宅地

の選択を促し、多様な世代が共生する居住地づくりの推進が必要です。そのため、

住環境を継続して豊かにするためには、地域コミュニティの形成が重要となります

が、若い世代では地域コミュニティへの関心が低い傾向がみられます。 

今後は、若年世代や子育て世帯へのニーズに対応するため、生活サービス施設の

誘導による一定の利便性の確保を進めるとともに、地域コミュニティの維持・活性

化に向けた取組を展開することが必要です。 

 

 

課題③ 住宅確保要配慮者への対応  

住宅確保要配慮者は、今後も増加していくことが見込まれますが、住宅セーフテ

ィネットの根幹である市営住宅については、現在の供給戸数を維持するとともに、

住宅確保要配慮者等の入居を拒まないセーフティネット住宅を確保し、住宅確保要

配慮者等への入居を促進していくことや居住支援協議会等による支援体制の強化、

相談体制の強化、その他公的賃貸住宅との連携など、重層的な住宅セーフティネッ

トの構築・強化が必要です。 
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課題④ 良質な住宅ストックの形成・流通促進への対応  

住宅は、建築から維持・保全に至るまで、資源やエネルギーを多く消費し、環境

に大きな負荷をかけます。2050 年カーボンニュートラルを実現するためには、新

築時にエネルギー消費量の少ない ZEH を導入することや既存住宅に再生可能エネ

ルギー設備・省エネ設備を導入することが求められています。 

また、SDGs（持続可能な開発目標）の 17 の目標の一つである目標 11「住み

続けられるまちづくりを」等の実現を目指すことも必要です。 

市内の空き家数については、増加傾向にありますが、その一方で空き家対策の取

組により、一戸建ての空き家のうち、問題のある空き家数は大きく減少しているこ

とから、今後も増加させないよう様々な取組を進める必要があります。 

マンションの高経年化が進んでおり、築 30 年以上の高経年マンションが全体の

過半数を占めている中、高経年マンションでは、建物を適正に管理していくために

必要な長期修繕計画が作成されていないマンションの割合は、比較的新しいマンシ

ョンと比べて高くなっており、マンション管理の適正化に向けた支援が求められて

います。 

 

 

課題⑤ 地域包括ケア社会の実現への対応  

老年人口（65 歳以上）は、令和３（202１）年には人口総数の 26.08％へと、

更に上昇しており、高齢者が自立した生活を送ることができるよう、住宅のバリア

フリー化や間取り、設備の工夫が求められ、更なる高齢化率の上昇に対応するため

の取組が必要です。 

また、誰もが住み慣れた地域で人生の最期まで住み続けることができる「地域包

括ケア社会」の実現に向けて、高齢者にやさしいまちづくりを推進し、取組を強化

する必要があります。 

 

 

課題⑥ 住まいに対する新たな社会的ニーズへの対応  

働き方改革やコロナ禍を契機に、ライフスタイルの多様化が急速に進むなど、「新

たな日常」に対応した住まい方への関心が高まっています。 

また、テレワーク等を活用した地方・郊外での居住や二地域居住などの動きが本

格化しており、多様な住まい方に対応していく住宅政策が求められています。 
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第 3 章 住宅政策の基本方針 

 

１ 基本理念 

誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち 

本市は、豊かな自然環境と県内有数の交通の要衝、首都圏の流通・業務・教育機能の

集積地として、市民にとって安心・安全な魅力ある住環境を形成してきました。 

一方で、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、地震や台風等の自然災害の激甚

化、コロナ禍を契機とした「新たな日常」に伴う住まい方の多様化など、社会環境の変

化により、市民の住環境に求めるニーズ・役割が大きく変化しています。 

このような変化を踏まえ、今後、本市が将来にわたって、子どもから高齢者まで誰も

が活力に満ちた心豊かに自分らしく暮らし続けることができるまちづくりを進めるた

め、総合的かつ計画的な住宅政策が重要となります。 

こうしたことから、「誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち」を基本理念

と定め、施策の推進を図っていきます。 

 

２ SDGs への取組 

 

持続可能な開発目標（SDGs）は､平成 27(2015）年９月の国連サミットで採択さ

れた｢持続可能な開発のための 2030 アジェンダ｣に記載された、平成 28（2016）

年から令和 12(2030）年までの国際目標です｡持続可能で多様性と包摂性のある社会

を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され､地球上の「誰一人

取り残さない」ことを誓っています｡本計画においても、ＳＤＧｓの目標達成に向けた

取組を推進し、目標 11「住み続けられるまちづくりを」はもとより、そのほかの目標

も含め、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取組を推進していきます。 
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３ 基本方針 

 

基本理念「誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち」の実現に向けて、次

の 6 つの基本方針を定めます。 

 

 安心･安全な暮らしを支える住宅・住環境の実現 

基本理念を実現するためには、災害や犯罪に脅かされることがないよう、防犯性

を高めることなど、居住者の安心・安全を確保することが必要です。 

都心南部直下地震31等の大規模地震、近年、激甚化・頻発化する風水害への対応や

防犯対策など、住宅や地域における安心・安全な暮らしを支える住宅・住環境の実

現を目指します。 

 

 

 

 

に向けた住宅政策の推進 

基本理念を実現するためには、交通の利便性をいかすとともに、居住と生活サ

ービス施設の距離を短縮することが必要です。 

誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができるまちの実現

を目指すため、住宅政策の面から交通利便性や生活利便性の維持・向上を進めま

す。 

 

 

 

 少子高齢化･人口減少社会に対応した

住生活の実現 

基本理念を実現するためには、増加する高齢者やひとり親世帯、外国人、生活保

護利用者など、誰もが自分らしく暮らし続けることのできるセーフティネットの構

築が必要です。 

今後も増加が見込まれる住宅確保要配慮者に対し、安心して暮らせる住宅を確保

できる環境を整備し、誰もが快適な暮らしが確保できる住生活の実現を目指しま

す。 

 

                                                      
31 都心南部直下地震とは、首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下を震源とする地震のことです。東京湾

北部地震に代わり、国が防災対策の主眼を置く地震としており、神奈川県内全域が「首都直下地震対策特別措置法」の

首都直下地震緊急対策区域に指定されています。 
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 を見据えた住宅・住宅地の形成 

基本理念を実現するためには、住み続けられる環境を見据え、住宅ストックに

対する取組が必要です。 

住宅の長寿命化や適切に流通する仕組を形成するとともに、建物を適正に管理

するための維持管理を支援するなど、良質な住宅ストックの形成を進めます。 

 

 

 

 

 の実現に向けた住宅・住環境の整備 

基本理念を実現するためには、地球規模の課題である気候危機への対策に向け、

住宅政策の分野からの取組も必要です。 

住宅は、建築から維持・保全に至るまで、資源やエネルギーを多く消費し、環境

に大きな負荷をかけることを踏まえ、住宅の新築時や既存住宅に対しても、環境負

荷を低減し、カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・住環境の整備を進めま

す。 

 

 

 

 

 に対応した

魅力あるまちづくりとコミュニティの形成 

基本理念を実現するためには、地域特性に応じ、地域の自然、歴史、文化等を活

かし、多様なニーズに対応した魅力ある住宅・住環境の形成が必要です。 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ、

また、本市に住みたいと考える人の多様なニーズに対応した、良好な住宅・住環境

の整備や地域コミュニティの形成を進めます。 
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４ 施策体系図 
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５ 基本施策を推進するための施策展開 
 

6 つの基本方針に基づき、次の 7 つの基本施策を掲げて住宅政策の推進を図り、

施策を展開します。 

 

基本施策１ 自然災害、防犯等に対応した 

安心･安全な住まいづくり 

 

ア 住宅の耐震対策の推進 

安心・安全な住まいづくりを推進するため、耐震性が不十分な住宅への耐震診断や

改修などの支援情報の提供や相談体制等の整備を図ります。 

 主な取組  

・木造住宅耐震診断・改修工事補助金制度の広報・啓発に努め、住宅の耐震化を

促進します。 

・住宅の耐震化だけでなく、地震時に備えた安全対策について普及・啓発を行います。 

・旧耐震基準で建てられたマンションの管理組合に対し、建築士によるアドバ

イザー派遣や耐震改修の必要性の有無を判断するための予備診断に対する費

用の補助制度の広報・啓発に努め、マンションの耐震化を促進します。 

   

イ 地域の住環境に係る地震・風水害への安全性の向上 

安全に暮らせる住環境づくりのため、市民へのハザードマップ等の周知、ブロック塀等

の安全対策など、地域における地震対策や洪水・浸水対策に取り組みます。 

 主な取組  

・市民が災害に対する意識を深められるように、「厚木市オールハザードマッ

プ」、「地区別防災マップ・カルテ」、「厚木市防災ポケットブック」等の周知・

啓発に努め、災害時の適切な避難行動を促進します。 

・地震時のブロック塀等の倒壊を防ぎ、安全性を確保するため、ブロック塀等の

正しい施工方法の普及啓発や危険なブロック塀等の防災工事に対する補助制

度の広報・啓発に努め、安全対策を進めます。 

・河川の氾濫等による浸水被害の軽減を図るため、止水板32の設置等に対する支

援を促進します。 

・相模川や中津川に接する地域など、水害による被害が想定される地域では、マ

ンションにおける受水槽や配電盤室等の被害も想定されることから、国のガ

イドライン等の周知・啓発を推進し、管理組合による防災対策を促進します。 

                                                      
32 止水板とは、浸水災害時に、安全な避難や浸水防止のため、側壁や支柱のある出入口（流入口）に設置する着脱式の板

状の浸水防止用設備のことです。 
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ウ 災害時における被災者の住まいの速やかな確保 

都心南部直下地震や東海地震、大規模な風水害等が発生した場合は、住宅を失い被

災した市民に対し、市、県等の公営住宅や民間賃貸住宅を活用した一時的な住まいを

速やかに提供するための取組を推進します。 

 主な取組  

・市営住宅の一時提供に関する体制や仕組みを検討するとともに、県等の関係

機関と連携を強化していきます。 

・応急仮設住宅等の迅速な供給に向けて、設置のための敷地確保や住宅建設、民

間賃貸住宅等の活用について、県等の関係機関と更なる連携を図ります。 

・大規模地震、風水害等により、住環境に甚大な被害が生じた場合に備え、計画

的に復興を推進していくため、住宅復興計画の策定を検討します。 

 

エ 地域の住環境に係る防犯対策の推進 

住環境の防犯による安心・安全の確保を図るため、地域住民との協働による住

宅・地域での防犯対策の取組、セーフコミュニティ33の普及・啓発による安心・安

全に暮らせるまちづくりを推進します。 

 主な取組  

・窓ガラス等、住宅における防犯対策の強化への取組や情報提供などを促進し

ます。 

・防犯カメラや防犯灯の設置、セーフコミュニティの普及・啓発等の地域の防犯

対策を促進します。 

・子どもたちを地域総ぐるみで犯罪から守るため、子どもたちの登下校を見守

る運動を促進します。 

  

                                                      
33 セーフコミュニティとは、事故やけがは、偶然の結果ではなく、予防できるという理念の下、地域住民と行政等が協働して

「地域の誰もがいつまでも健康で幸せに暮らせるまち」を創ろうという取組です。世界保健機関（WHO）が安心・安全の取

組に対して一定の基準を満たした自治体等にセーフコミュニティの認証を与えています。 

■防犯対策のイメージ 

  

出典：セーフコミュニティくらし安全課資料 
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基本施策２ 誰もが生活しやすい 

コンパクト･プラス･ネットワークの推進 

 

ア コンパクトで持続可能なまちづくりの推進 

若年世帯や子育て世帯のニーズに対応するためには、人口減少が進展する中におい

ても都市機能・生活利便性を維持・向上する「コンパクト・プラス・ネットワーク型

都市構造の更なる充実」を着実に進めることが必要です。 

住宅施策においては、住宅へのスマートハウス導入奨励金制度34における居住誘導

加算の設定や、災害リスクの高い区域からの居住誘導区域35への移転支援などにより、

居住誘導区域へ緩やかに誘導することで、豊かな生活を送ることができる居住地を

維持し、また新たに創出していきます。 

 主な取組  

・住宅施策は、居住誘導区域を主たる対象として展開するとともに、市内各地に

形成された既存の街並み・景観をいかした住環境の保全・育成を図ります。 

・がけ地近接等危険住宅について、居住誘導区域への移転を支援します。 

・居住をバス路線沿いに緩やかに誘導する、コンパクト・プラス・ネットワーク

型都市構造の更なる充実に向けた住宅施策を検討します。 

・生活利便性施設が十分に立地していない地域においては、商業施設や医療施

設等を誘致し、生活利便性を高めます。 

 
■本市ならではのコンパクト・プラス・ネットワーク型
都市構造(イメージ) 

 
出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（令和３年３月） 

■多世代が暮らす豊かな郊外住宅地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
34 スマートハウス導入奨励金制度とは、脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的に、太陽光発電や蓄

電池システムなどを住まいに導入する方に対し、厚木市が奨励金を交付する制度です。居住誘導区域外から居住誘導区

域内へ移転し、取得した住宅に新たに太陽光発電システムを設置した場合等に奨励金が加算されます。 
35 居住誘導区域とは、都市再生特別措置法に基づき、人口密度と年齢構成のバランスを維持し、生活サービスや公共交通

を持続的に確保するため、定住・移住を促す区域のことです。 

出典：厚木市都市計画マスタープラン（令和３年３月） 
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イ 交通利便性の向上 

本市は郊外部に住宅団地・企業・大学等が立地していることから、中心部と郊外部

を結ぶバス路線が充実しており、サービスレベルの高い公共交通が市街地の広範囲

をカバーしているため、中心部と郊外部の双方向のバス路線をいかし、利便性を維

持・向上する取組を進めていきます。 

 主な取組  

・快適なバスサービスの提供によるバス利用者数の維持・向上のため、交通事業

者と連携し、路線バスの運行系統や運行本数の維持・強化を図ります。 

・日常生活の移動に不便を感じる方に対し、最寄りバス停や生活利便施設まで

の移動手段を確保するため、コミュニティ交通の導入を検討します。 

・公共交通不便地域から、最寄りバス停まで自転車でアクセスすることができ

るようサイクルアンドバスライド自転車駐車場の整備を進めます。 

 

 

  

■サイクルアンドバスライド自転車駐車場の整備イメージ 

出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（令和３年３月） 
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基本施策３ 誰もが安心して暮らせる 

セーフティネットの構築 

 

ア 良好な居住環境を備えた高齢者向け住宅の供給促進 

高齢者や障がい者が自立して安心した生活を送ることができるよう、高齢者向け

住宅の供給促進等を図ります。 

 主な取組  

・安否確認や生活支援サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の提供

を促進します。 

・住宅の段差改修や手すりなどの設置に係る費用の助成について、周知・啓発を

図ります。 

・賃貸住宅のバリアフリー化を促進するため､所有者への周知・啓発を図ります。 

・市営住宅においては、高齢者・障がい者の入居に対応したバリアフリー化した

住戸の供給を進めます。 

 

 

イ 市営住宅の効果的な供給 

市営住宅は市民共通の財産であり、自力で適正な水準の住宅を確保することが困

難な世帯に対する重要かつ最後のセーフティネットとして活用するため、募集方法

の工夫や適正な入居管理の実施により、住宅に困窮する低額所得者の入居機会の拡

大に努めます。また、ＲＣ造の耐用年限 70 年の 2 分の 1 を経過した市営住宅が

増加しつつあり、今後、建物・設備等の老朽化が進むことが予想されるため、計画

的な維持管理、修繕・改修等を実施します。 

 

 主な取組  

◎市営住宅を安全かつ快適に利用できる計画的な整備 

・市営住宅を長期に活用していくため、市営住宅等長寿命化計画による計画的

な修繕、改修等を行っていきます。 

・市営住宅入居世帯の著しい高齢化を踏まえつつ、全ての入居者の安全な日常

生活を確保し、安心・安全な住環境を形成するため、住棟のバリアフリー化を

進めます。 

・市営住宅の建替えに際しては、福祉施設、交流施設等、地域のまちづくりに必

要な施設の併設について検討し、必要に応じて整備します。 
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◎適正な供給の推進 

・市営住宅に長期間居住することにより生じる間取りのミスマッチを解消する

ため、住替えなど、適切な入居機会につながる施策を検討します。 

・募集方法の工夫や適切な入居管理（収入超過者に対する適切な退去を促す取

組等）の実施により、住宅に困窮する低額所得者の入居機会の拡大に努めま

す。 

◎市民ニーズに合わせた効果的な運用の推進 

・少子高齢化の著しい進行に対応し、本市の未来を支える若者・子育て世帯の定

住を促進するとともに、様々な世代が同じ地域でともに交流して暮らせる社

会を構築できるよう、低廉な家賃で入居できる市営住宅への優先入居策等の

検討を進めます。 

・高齢単身・高齢夫婦世帯等の高齢者のみの世帯は健康などの面でも多くの不

安を抱えやすいことから、安心した生活を送っていただくため、福祉施策等

との連携を進めます。 

・ひとり親世帯、高齢者、障がい者、外国人等の住宅確保要配慮者が増加してい

る中で、入居後の生活支援を含めた対応も重要な役割として求められている

ことから、住まいと福祉との連携によるセーフティネット機能の向上に向け

た取組を進めます。 

・市営住宅を効果的かつ効率的に運営し、経費の縮減や各業務への迅速な対応

など、市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度36などの民間活力の導

入の効果について検討を行います。 

   

 

 

     

 

 

 

 

  

                                                      
36 指定管理者制度とは、平成15年の地方自治法の一部改正で導入された制度で、公の施設の目的を効果的に達成するた

め、必要がある場合に地方公共団体の条例に基づき、法人その他の団体を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせる

ことができる制度のことです。 
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ウ その他のセーフティネット住宅等との連携 

県営住宅・UR 賃貸住宅等の公的賃貸住宅や、住宅確保要配慮者等の入居を拒ま

ない民間賃貸住宅との連携を強化することで、重層的な住まいのセーフティネット

を構築し、住宅に困窮する市民に効果的に提供していきます。 

 主な取組  

・県営住宅や UR 賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅等の公的賃貸住宅な
どの連携を強化し、入居の支援を推進します。 

・住宅確保要配慮者への支援は公的賃貸住宅の提供のみでは限界があることか

ら、民間賃貸住宅への入居円滑化を支援することにより、住まいの確保を進
めます。 

・住宅セーフティネット制度に基づくセーフティネット住宅登録制度の活用に
より、住宅確保要配慮者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の量的な確保を図
ります。 

 

エ 居住支援体制の強化 

住宅の供給に加えて、居住支援協議会の運営による居住支援体制の強化や庁内の

相談体制の整備等、効果的な居住支援に取り組みます。 

 主な取組  

・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居を円滑化するため、住まい探しか

ら入居後の生活まで切れ目のない支援体制について整備を進めます。 

・住まいに関する相談に適切に対応するため、住宅部局と福祉部局が連携した

相談体制を整備します。 

・安心できる賃貸借関係を構築するため、市内の不動産関係団体に働きかけ、居

住支援に関する情報提供や協力体制の強化を図ります。 

  

 

 

■居住支援協議会のイメージ 

出典：国土交通省 
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基本施策４ 良質な住宅ストックの形成 

 

ア 既存住宅の流通促進 

世代を超えて引き継ぐことができる高品質・高耐久の住宅ストックを増やすため、
住宅の改修については、長期優良住宅等、長寿命な住宅への誘導を促進するとともに、
既存住宅の性能向上の促進や既存住宅購入の消費者の不安等を解消するための制度
について普及・啓発に取り組みます。 

 

 主な取組  

・既存住宅の長寿命化を図るため、パンフレットやホームページ、広報紙等によ
り、長期優良住宅や住宅性能表示制度37等に関する情報を発信します。 

・既存住宅の流通促進を図るため、既存住宅を安心して購入するために必要な
インスペクション38（建物検査）の普及を促進し、安心Ｒ住宅39等、既存住宅
に関する制度について、市民へ普及・啓発を進めます。 

・高齢者や障がい者が自立して安心した生活を送ることができるよう、持ち家
のバリアフリー化を促進するため、情報提供や相談支援を検討します。 

 

イ 共同住宅等に対する管理適正化の促進 

分譲マンションの安全・快適な生活の確保のため、管理組合に対して、マンショ

ン管理適正化推進計画に基づき、必要な情報の提供や相談などの支援を行います。 
 

 主な取組  

・分譲マンションの適切な維持管理を促進し、既存ストックの活用を図るため、
住宅の長寿命化に対する支援を推進します。 

・分譲マンションの維持・管理・改善に関する情報の提供や大規模修繕や建替え
等に向けた区分所有者の合意形成など、マンション管理組合の取組を支援す
るため、マンション管理セミナー、相談会など専門家による相談体制を推進
します。 

・今後も継続的に実態把握調査を行い、アドバイザー派遣など、管理状況に応じ
た適切な支援を展開するほか、高経年マンションに対しては、長寿命化に向
けた人的または経済的支援等による能動的な支援を推進します。 

・マンションの管理計画認定制度40の普及・啓発を図り、認定取得に向けて管理
の適正化を目指すマンションに対する支援を推進します。 

                                                      
37 住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国に登録された第三者機関が、専門家の

立場で最大10分野の住宅の性能について公正にチェックし、耐震性、耐久性、省エネ性などの「住宅の性能」を分かりや

すく表示することで、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度です。 
38 インスペクションとは、目視や計測等により、住宅の基礎や外壁等にひび割れや雨漏り等の劣化・不具合が発生している

かどうかを調べることです。 
39 安心Ｒ住宅とは、 耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォーム等について情

報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章（マーク）を付与する仕組のことです。 
40 マンションの管理計画認定制度とは、「厚木市マンション管理適正化推進計画」に基づき、管理組合が自らのマンションの

管理計画を作成し、管理組合の運営や長期修繕計画等について一定の基準を満たしている認定を受ける制度です。これ

により、認定を受けたマンションが市場で評価されるなど、管理適正化の促進が期待されます。 
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基本施策５ 空き家対策の推進 

 

ア 空き家の増加抑制及び管理適正化の促進 

空き家化を予防するため、市民意識の醸成・
啓発、所有者等への相談支援を行うほか、管理
不全な空き家については、近隣の生活環境に悪
影響を及ぼさないよう、適正管理への助言・指
導など、空家等対策計画による総合的な対策を
実施します。 

 

 

 

 

 主な取組  

・空き家化の予防は、所有者の意識が重要になるため、将来空き家になる前の居

住している段階から、広報紙、リーフレット、出張講座等による空き家に関す

る情報の周知・啓発を図ります。 

・管理不全な空き家の適正な管理を促すとともに、空き家の解体費用に対する

助成制度の周知・啓発に努め、管理不全な空き家の解消を推進します。 

・所有者不明の空き家は、助言・指導が困難なケースがあるため、相続財産管理

人制度41を活用し、問題の解決を図ります。 

 

イ 空き家の利活用の促進 

市場での空き家の流通を促進するため、各種専門家団体や不動産関係団体との連

携を強化し、空き家の利活用を推進します。 

 主な取組  

・空き家の利活用を希望する空き家所有者と不動産事業者をつなぐマッチング

の制度の利用を促進します。 

・地域集会施設やコミュニティ施設等の地域利用に対する利活用の支援制度を

検討します。 

  

                                                      
41 相続財産管理人制度とは、相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄し、結果として相続する者

がいなくなった場合も含まれる。）に、申立てにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任する制度のことです。 

 
出典：住宅課資料 

■空き家の解体イメージ 
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基本施策６ 環境負荷の少ない住宅への転換 

 

ア 省エネルギー住宅､長期優良住宅等の普及促進 

 省エネルギー性能の高い住宅のストックの割合を高めるため、新築時の LCCM42

住宅や ZEH の建築を促進します。 

また、省エネルギー住宅、省エネ基準が強化された長期優良住宅に関する情報の

発信や啓発を併せて行います。 

 主な取組  

・省エネルギー住宅、長期優良住宅を促進するため、市民や事業者に対し、情報

の発信や啓発を行います。 

・LCCM 住宅や ZEH の導入を支援するとともに、新築時の太陽光発電や蓄電

池の設置を促進します。 

・HEMS43の設置を推進することで、住宅におけるエネルギー使用の見える化や

効率化を図ります。 

・ZEH ストックの拡充、LCCM 、炭素貯蔵効果の高い木造住宅等の普及やＣ

ＬＴ44等を活用した中高層住宅等の木造化等、低炭素建築物の認定制度（新築・

増改築）による優遇措置、省エネルギー基準の義務づけなど関連する施策の

動向などについて、今後の取組を検討します。 

・建築物の遮熱に効果的で、ヒートアイランド対策や空調の省エネルギーにつ

ながる屋上緑化等の普及・支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42 LCCM住宅とは、住宅の建設時、居住時、廃棄までの住宅のライフサイクルにおいてトータルでCO2の収支をマイナスにす

る住宅のことです。 
43 HEMSとはホームエネルギーマネジメントシステム（Home Energy Management System）の略称です。家庭でのエネルギー

使用状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン等に表示することにより、家庭における快適性や省エネルギーを

支援するシステムで、空調や照明、家電製品等の最適な運用を促すものです。 
44 CLTとは、Cross Laminated Timber（クロス・ラミネイティド・ティンバー）の略称で、ひき板を並べた後、繊維方向が直交する

ように積層接着した木質系材料で、強度が安定し、高い断熱性や耐震性、遮音性、耐火性を備えることから、これまでコン

クリートでつくられていた中高層建築物等を木造化できるなど、新たな木材活用が期待されています。 

■ZEHのイメージ 

 

■HEMS（ヘムス）機器のイメージ 

出典：厚木市ＨＰ 

出典：神奈川県ＨＰ 
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イ 既存住宅の省エネルギー化 

既存住宅は、省エネルギー基準への適合義務

等がないため、自発的な省エネルギー改修を促

す必要があります。 

そのため、住宅の省エネルギー性能を高める

ことによる経済的なメリットや快適性を高め

る効果について周知を行うとともに、支援を行

います。 

 

 

 主な取組  

・太陽光発電等の再生可能エネルギーの活用を促進するため、市民や事業者に

対し、必要性や経済的優位性についての情報の発信や啓発を行います。 

・太陽光発電や蓄電池の共同購入等、導入費用を下げることができる手法につ

いて周知啓発を行います。 

・ZEH 改修や断熱改修など、省エネルギーリフォームの促進や長期優良住宅等

（既存住宅）の普及促進を進めます。 

 
 
 

■カーボンニュートラルのイメージ                                                

  

 

 

 

 

 

出典：厚木市ＨＰ 

出典：厚木市ＨＰ 

■太陽光パネルのイメージ 
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基本施策７ 地域特性に応じた住宅地の 

魅力の向上、住まい環境づくりの促進 

 

ア 「地域包括ケア社会」の実現 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

居住継続のための仕組みづくりを進めます。 

 主な取組  

・人口減少及び超高齢社会において、誰もが住み慣れた地域で生活を継続でき

るように、住まい、医療、介護、生活支援を地域の中で一体的に提供する「地

域包括ケア社会」の実現に向けて、福祉施策等との連携を進め、住宅・福祉の

視点で横断的に取り組みます。 

・高齢者と若年層や学生が、共に暮らし、支え合う住環境の形成に取り組みま

す。 

・住み慣れた地域での生活に必要な利便性を確保するため、豊かな地域コミュ

ニティの形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚木市ＨＰ 

 

■地域包括ケア社会のイメージ 
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イ 住宅地の良好な住環境の維持･向上 

地域のコミュニティ活動の低下を防ぎ、良好な住環境を持続させるため、地域の個

性を生かした美しい景観や快適な住環境の保全・育成を図るとともに、本市に住み続

けたい、住みたいという人を増やし、定住を促進していきます。 

 主な取組  

・街並みと調和した住宅団地の景観を形成します。 

・各種専門家・関係機関との連携により、住宅に関する総合相談窓口の充実・強

化を推進します。 

 

ウ 若年世代･子育て世帯が望む住宅･住環境の整備 

若年世代・子育て世帯にとって魅力的なま

ち・住環境を実現するため、ライフステージ45 

に合わせた多様なニーズに対する情報提供や

相談等の支援を行います。 

 

 

 

 

 主な取組  

・職住近接など、誰もが活き活きと安心して働くことのできる環境整備を促進

します。 

・三世代居住、近居促進など、若年世帯や子育て世帯の多様なニーズに対応した

住宅取得費の補助や情報発信に取り組みます。 

・若年層や学生の新たなライフスタイルに合わせて、シェアハウス等の多様な

住まい方の情報を提供します。 

 

 

 

 

 

                                                      
45 ライフステージとは、人間の一生において節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職等）によ

って区分される生活環境の段階のことをいいます。 

■子育てのしやすいまちのイメージ 

出典：厚木市ＨＰ 
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エ 住まい方の多様化に対応した住環境の整備 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う「新たな日常」に対応した生活様式や住ま

い方の多様化など、これまでの生活意識・行動の変化が指摘されており、これらの変

化に対応する環境整備の促進に取り組みます。 

 主な取組  

・新築にこだわらない層が多様な住まいを選択できるよう、既存住宅流通やリ

ノベーション46市場の活性化のため、情報提供や相談対応、インスペクション

の普及等に取り組みます。 

・既存ストックである空き家や空き室を有効利用するため、空き家の利活用に

取組む事業者等と連携し、多様な住まい方を促進します。 

・「新たな日常」における生活状況を踏まえた、住宅内テレワークスペースや地

域内のコワーキングスペース47、サテライトオフィス48・二地域居住等の環境

整備の支援について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
46 リノベーションとは、既存の住宅、建築物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能の向上や付加価値を

与えることです。 
47 コワーキングスペースとは、事業者等で共有されるオフィス環境のことです。各利用者の仕事場であるとともに、利用者同

士の交流を通じて、新たなビジネスチャンスを創造する場としても期待されています。 
48 サテライトオフィスとは、企業等の本拠から離れた所に設置されたオフィスのことです。本拠を中心としてみた時に衛星（サ

テライト）のように存在するオフィスとの意から命名されています。 
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第 4 章 計画の実現に向けて 

 

 

１ 推進体制の整備 

 

(1) 総合的な推進体制 

 

計画を推進していくため、総合的かつ計画的に住宅政策に取り組み、基本理念の実

現を図ります。 

計画の推進に当たっては、市民、事業者、行政がそれぞれの役割分担のもと、連携、

協力しながら、各施策に取り組むことが必要です。 

また、本市のまちづくり施策、福祉施策、環境施策など、住生活に関わる分野との

密接な連携を進めるとともに、社会環境の変化や市民の住環境に対するニーズの動

向などに適切に対応します。 

 

(2) 各主体の役割と連携・協働の推進 

 

本計画の基本理念である「誰もが自分らしく暮らし続けることができるまち」を推

進するためには、行政のみならず、市民や事業者がそれぞれの役割分担のもと、連携、

協力して各施策に総合的かつ計画的に取り組むことが必要です。 
 

ア 市民の役割  

まちづくりの主役である市民が主体的に住まいや地域のあり方を決めていくこと

が重要です。市民だけで解決できない課題には、行政、事業者をはじめとする様々な

関係団体と連携・協力して取り組むことが必要です。 
 

イ 事業者の役割 

住宅市場においては、大部分が事業者の活動によるものであり、多様化している居 

住ニーズを的確に捉え、適切な住宅供給に必要な情報を土地所有者等に提供し、安心

で安全な住宅の供給を行うとともに、良質な住宅ストックの形成と有効活用を図って

いくことなどが求められています。 
 

ウ 行政の役割 

本計画の住宅政策やまちづくりに関する情報を市民や事業者へ提供するとともに、

本市に住みたい、住み続けたいと思われる魅力あるまちづくりを総合的かつ計画的

に進めていきます。  
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２ 施策目標 

 

各施策には次のとおり、国や県の政策指標と整合を図り、成果指標を定め、施策ご

との進捗の管理を行います。（目標値の年・年度については、関連計画との整合を図

り設定しているため、成果指標ごとに異なります。） 

基本 

施策 
施策展開 成果指標 

現行値 
【年・年度】 

目標値 
【年・年度】 

１ 

自
然
災
害
、
防
犯
等
に
対
応
し
た
安
心･

安
全
な

住
ま
い
づ
く
り 

ア  住宅の耐震

対策の推進 

・住宅の耐震化率 

 【市独自設定】 

92.7% 
【R３年度】 

(2021) 

100% 
【R12年度】 

(2030) 

イ  地域の住環

境 に 係 る 地

震 ・ 風 水害 へ

の安全性の向

上 

・災害に備えていることがある市民

の割合 

【市民実感度調査】 

89.9％ 
【R３年度】 

(2021) 

100％ 
【R８年度】 

(2026) 

ウ 災害時におけ

る被災者の住

まいの速やかな

確保 

・災害時の情報伝達手段や防災

訓練の実施など、災害対応力

強化の取組が進んでいると思う

市民の割合  

【市民実感度調査】 

44.4％ 
【R３年度】 

(2021) 

60％ 
【R８年度】 

(2026) 

エ  地域の住環

境に係る防犯

対策の推進 

・防犯の取組が進んでいると思う

市民の割合 

 【市民実感度調査】 

38.2％ 
【R３年度】 

(2021) 

52.5％ 
【R８年度】 

(2026) 

２ 

誰
も
が
生
活
し
や
す 

い
コ
ン
パ
ク
ト･

プ
ラ 

 

ス･

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の 

推
進 

ア  コン パ ク ト で

持続可能なま

ちづくりの推進 

・居住誘導区域内の人口密度 

【市独自設定】 

81.0人/ha 
【H27年度】 

(2015) 

78.8人/ha
【R14年度】 

(2032) 

イ 交通利便性･

生活利便性の

向上 

・スーパーマーケット、ドラッグストア

の徒歩圏カバー率【市独自設定】 

79.4％ 
【H27年度】 

(2015) 

81.4％ 
【R14年度】 

(2032) 

３ 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
構
築 

ア  良好な居住

環 境 を備 えた

高齢者向け住

宅の供給促進 

・手すりのある住宅や段差のない

住宅など、バリアフリー化された

住宅ストックの割合  

【住宅・土地統計調査】 

45.5％ 
【H30年度】 

(2018) 

55％ 
【R14年度】 

(2032) 

イ  市営住宅の

効果的な供給 

・市営住宅入居率 

【市独自設定】 

 
88.6％ 

【R４年度】 
(2022) 

 

 
100％ 

【R14年度】 
(2032) 

 

ウ  その他のセー

フティネット住

宅等との連携 

・セーフティネット住宅の登録戸数 

【セーフティネット住宅情報提供システム】 

2,227戸 
【R４年】 
（2022） 

3,000戸 
【R14年】 

（2032） 

エ 居住支援体

制の強化 

・市内協力不動産店の件数 

【市独自設定】 

18件 
【R４年度】 
（2022） 

40件 
【R14年度】 
（2032） 
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基本 

施策 
施策展開 成果指標 

現行値 
【年・年度】 

目標値 
【年・年度】 

４ 

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク

の
形
成 

ア  既存住宅の

流通促進 

・住替え意向がある場合に、住み

替え先の住宅の種類を中古の

一戸建住宅または中古の分譲

マンションと回答する市民の割合 

【住宅課アンケート調査】 

21.9％ 
【R４年度】 

(2022) 

30％ 
【R14年度】 

(2032) 

イ  共同住宅等

に対する管理

適正化の促進 

・長期修繕計画を策定している管

理組合の割合 

【分譲マンション実態調査】 

91.3％ 
【R２年度】 

(2020) 

100％ 
【R14年度】 

(2032) 

５ 

空
き
家
対
策
の
推
進 

ア  空 き 家 の 増

加抑制及び管

理適正化の促

進 

・管理不全であるため､助言等が

必要な空き家数 

【空き家実態調査】 

46戸 
【R３年度】 

(2021) 

46戸 
【R８年度】 

(2026) 

イ  空 き 家 の 利

活用の促進 

・空き家の対策など住環境の整

備の取組が進んでいると思う市

民の割合 

【市民実感度調査】 

18.5％ 
【R３年度】 

(2021) 

60％ 
【R８年度】 

(2026) 

 

６ 

環
境
負
荷
の
少
な
い 

 

 
 

住
宅
へ
の
転
換 

ア  省エネルギー

住宅、長期優

良住宅等の普

及促進 

・新築住宅における認定長期優

良住宅の割合  

【市独自設定】 

28.6％ 
【R３年】 
(2021) 

40％ 
【R14年】 
(2032) 

イ  既存住宅の

省エネルギー化 

・家庭部門CO2排出量削減割合

（H25(2013)年度比） 

【市独自設定】 

17％ 
【R元年度】 

(2019) 

52％ 
【R12年度】 

(2030) 

７ 

地
域
特
性
に
応
じ
た
住
宅
地
の
魅
力
の
向
上
、
住
環

境
づ
く
り
の
促
進 

ア 「地域包括ケ

ア 社 会 」 の 実

現 

・見守り、居場所づくりなど、地域

福祉活動が進んでいると思う市

民の割合   【市民実感度調査】 

50.3％ 
【R３年度】 

(2021) 

60％ 
【R８年度】 

(2026) 

イ  住宅地の良

好な住環境の

維持・向上 

・現在の住まいに対する「住み続

けたい」「当分は住み続ける」の

割合    【住宅課アンケート調査】 

85.5％ 
【R４年度】 

(2022) 

90％ 
【R14年度】 

(2032) 

ウ 若年世帯・子

育て世帯が望

む 住 宅・ 住 環

境の整備 

・住まいの周辺環境に係る満足

度で、子育てしやすい環境に対

する「満足・まあ満足」の割合 

【住宅課アンケート調査】 

79.6％ 
【R４年度】 

(2022) 

90％ 
【R14年度】 

(2032) 

エ 住まい方の多

様化に対応し

た住環境の整

備 

・コロナ禍における住環境整備の

支援が改善されたと思う市民の

割合    【住宅課アンケート調査】 

7.1％ 
【R４年度】 

(2022) 

30％ 
【R14年度】 

(2032) 
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３ 進行管理 

 

本計画の計画期間は 10 年間にわたるため、施策の進捗状況の確認が重要となり

ます。そこで、計画の実効性を担保するため、厚木市住宅運営審議会及び住生活基本

計画検討委員会において、成果指標の達成状況や取組の進捗状況の管理を定期的に

行います。 

具体的には、PDCA サイクルに基づく計画の策定（Plan）、計画の実行（Do）、実

施成果の検証（Check）、計画の見直し（Action）の４つの工程を繰り返すことによ

り、本計画の進行管理を行います。 

なお、第 10 次厚木市総合計画第 2 期基本計画の策定、住生活基本計画（全国計

画）等の改定及び社会情勢の変化などを踏まえ、適宜、計画の見直しを行います。 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Plan 
計画の作成 

Do 
計画の実行 

Check 
成果の検証 

Action 
計画の見直し 
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参 考 資 料 
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１ 計画策定の経過 

 

(1) 厚木市住宅運営審議会開催経過 

 

開 催 日 案  件 

【第 1 回】令和４年９月 16 日（金） 
厚木市住生活基本計画改定骨子（案） 

について 

【第 2 回】令和４年 10 月 21 日（金） 
厚木市住生活基本計画改定（案） 

について 

【第 3 回】令和４年 11 月７日（月） 
厚木市住生活基本計画改定（案） 

について（諮問） 

【第 4 回】令和４年 12 月 12 日（月） 
厚木市住生活基本計画改定（案） 

の答申について 

 

(2) 厚木市住生活基本計画改定について（答申） 

 

令和４年 12 月 16 日 

 

厚木市長  小林 常良 様 

 

厚木市住宅運営審議会 

会 長  水 上   裕 

 

厚木市住生活基本計画改定（案）について（答申） 

 

令和４年 11 月７日付けで当審議会に諮問のあった厚木市住生活基本計画改定

（案）について、慎重に審議をした結果、次のとおり答申します。 

 

答 申 

 

厚木市では、厚木市住生活基本計画に基づき、住宅政策を総合的かつ計画的に推進

してきたが、人口減少社会の到来、自然災害の激甚化・頻発化、新型コロナウィルス

感染症の感染拡大によるライフスタイル等の変化や、国、神奈川県の住生活基本計画

が改定されるなど、住環境を取り巻く状況に対応するため、厚木市住生活基本計画を

改定し、新たな 10 年の住宅政策に取り組むこととした。 

今般諮問を受けた厚木市住生活基本計画改定（案）は、基本理念とこれを実現する

ための６つの基本方針に基づき、基本施策及び施策展開が示されており、おおむね妥

当な内容であると考える。 
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また、計画の改定に当たっては、統計データ及び市民アンケート調査結果を基に、

庁内会議での検討を重ねるとともに、意見交換会での意見聴取を踏まえ、策定された

ものであり、住宅政策を推進する計画として適切なものと判断した。 

なお、計画の改定に向けては、次の点に留意していただくとともに、引き続き、パ

ブリックコメントの意見を踏まえ、市民の声を反映させた計画となるよう努められ、

誰もが分かりやすい計画とされたい。 

このほか、本答申に示し得なかった審議過程における意見、要望等については、計

画の改定や事業実施の際には、その趣旨をできる限り反映されたい。 

 

 

１ 全体について 

住宅・住環境の現状について、社会環境等の変化を踏まえ、最新の統計データ及

び市民アンケート調査の内容に基づいた現状を整理し、分析結果をまとめることが

必要である。分析結果は、記載内容と関連するグラフを分かりやすく情報提供する

とともに、理解が得られる内容とするよう努められたい。 

 

２ ＳＤＧｓの取組について 

ＳＤＧｓの目標達成に取り組むことが求められており、本計画においても、ＳＤ

Ｇｓの持続可能で多様性と包摂性のある 17 のゴール・169 のターゲットと推進す

る住宅政策との関連を示し、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取組を進められたい。 

 

３ 基本方針について 

基本方針については、各施策との関連性を考慮し、取組を推進するための大局的

な視点での位置付けとなるよう検討するとともに、内容については、目指すべき方

向性を分かりやすく表現するよう工夫されたい。 

 

４ 計画の推進について 

本計画の推進に当たっては、市民・事業者・行政が連携、協力しながら、まちづ

くりに取り組むことが必要である。若年世代はもとより、あらゆる世代の市民が、

関心を持ち、まちづくりへ参加できるよう施策の周知に努められたい。 

 

５ 施策目標について  

施策の目標値については、住宅・住環境の現状及び課題を整理し、施策の成果を

的確に測ることができる指標を設定するよう検討されたい。 
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(3) 厚木市住宅運営審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市附属機関の設置に関する条例（昭和 32 年厚木市条例第

17 号）に基づき設置された厚木市住宅運営審議会（以下「審議会」という。）の組

織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 市営住宅の供給計画及び建設に関すること。 

(2) 特定優良賃貸住宅の供給計画に関すること。 

(3) 厚木市住生活基本計画に関すること。 

(4) 厚木市マンション管理適正化推進計画に関すること。 

(5) その他市長が必要と認める事項 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 民生委員 

(3) 学識経験者 

(4) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 審議会の会議及び会議録は、原則として公開する。 

（除斥） 

第７条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある事案については、そ

の議事に加わることができない。 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 
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（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、市営住宅主管課において処理する。 

（委任） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

（厚木市市営住宅入居者選考委員会規則の廃止） 

２ 厚木市市営住宅入居者選考委員会規則（昭和 54 年厚木市規則第 37 号）は、廃

止する。 

以下附則省略 

 

(4) 厚木市住宅運営審議会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略・順不同） 

  

役 職 氏  名 選出区分 

会長 水上 裕 学識経験者 

職務代理 杉田 光一 学識経験者 

委員 内藤 照永 学識経験者 

委員 小泉 京子 民生委員 

委員 大矢 和人 学識経験者 

委員 荻山 清治 学識経験者 

委員 五十嵐 せつ子 学識経験者 

委員 山下 正人 関係行政機関の職員 

委員 鈴木 忠行 公募による市民 

委員 小泉 清 公募による市民 



80 

(5) 厚木市住生活基本計画検討委員会開催経過 

 

開 催 日 案  件 

【第 1 回】 

令和４年７月 27 日（水） 

厚木市住生活基本計画改定方針（案）について 

【第 2 回】 

令和４年８月 30 日（火） 

厚木市住生活基本計画改定骨子（案）について 

【第 3 回】 

令和４年 10 月 5 日（水） 
厚木市住生活基本計画改定（案）について 

【第 4 回】 

令和４年 10 月 28 日（金） 

厚木市住生活基本計画改定（案）について 

【第 5 回】 

令和４年 11 月 29 日（火） 

厚木市住生活基本計画改定（案）について 

 

 

(6) 厚木市住生活基本計画検討委員会設置規程 

 

（目的） 

第１条 厚木市住生活基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に必要な事項を

調査及び検討するため、厚木市住生活基本計画検討委員会（以下「検討委員会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 基本計画の策定に関すること。 

(2) その他、検討委員会が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会の委員は、別表の職にある者をもって充てる。 

２ 検討委員会に、委員長を置く。 

３ 委員長は、住宅課長をもって充てる。 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、必用に応じて委員長が招集する。 
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２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は、まちづくり計画部住宅課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が検討委員会に 

諮って定める。 

附 則 

この規程は、令和４年７月１日から施行する。 

 

(7) 厚木市住生活基本計画検討委員会名簿 

 

役 職 職 名 

委員長 住宅課長 

委 員 

危機管理課長 

企画政策課長 

行政経営課長 

福祉総務課長 

地域包括ケア推進課長 

生活福祉課長 

障がい福祉課長 

介護福祉課長 

こども育成課長 

子育て給付課長 

環境政策課長 

都市計画課長 
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(8) 意見交換会の実施 

 

計画の改定に当たり、広く市民の意見を反映するため、厚木市市民参加条例第６条

第５項の規定に基づき、意見交換会を実施しました。 

 

１ 開催日時  令和４年 11 月 15 日（火）午後７時から８時 10 分まで  

２ 開催場所  厚木市役所第二庁舎 16 階会議室 

３ 参加者数  ５人 

４ 意見の件数 13 件 

 

(9) パブリックコメントの実施 
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用語解説 

 

あ行 

 

・安心Ｒ住宅 

耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リ

フォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者

団体が標章（マーク）を付与する仕組のことです。 

 

・インスペクション 

目視や計測等により、住宅の基礎や外壁等にひび割れや雨漏り等の劣化・不具合が

発生しているかどうかを調べることです。 

 

・温室効果ガス  

二酸化炭素等の気体のことで、赤外線を吸収し、再び放出する性質があります。こ

の性質のため、太陽で暖められた地球の表面から地球の外に向かう赤外線の多くが、

熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻ってくると温室効果が生じます。大気

中の温室効果ガスが増えると温室効果が強まり、地球温暖化の原因となります。 

 

か行 

 

・カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることで、政府は2050年までに温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しました。 

 

・旧耐震基準   

昭和 56 年 6 月の建築基準法改正前の建築物の耐震性の基準のことです。この改

正では、宮城県沖地震（昭和 53 年、Ｍ7.4）等の経験から、耐震性能に関する基準

が大幅に見直され、改正後の基準を「新耐震基準」といいます。 

 

・居住支援協議会 

「住宅セーフティネット法」に基づき、住宅確保要配慮者が民間住宅等に円滑に入

居できるよう支援するために、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理す

る事業者、居住に係る支援を行う団体等で協議する組織のことです。 

 

・居住誘導区域 

都市再生特別措置法に基づき、人口密度と年齢構成のバランスを維持し、生活サー

ビスや公共交通を持続的に確保するため、定住・移住を促す区域のことです。 
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・公営住宅  

国及び地方公共団体が協力して整備し、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉

な家賃で提供する賃貸住宅です。市内には市が整備した市営住宅と、県が整備した県

営住宅があり、入居には収入基準などの条件が定められ、高齢者や障がい者の方等は

基準を緩和するなど入居しやすくしています。 

 

・合計特殊出生率 

「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその

年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。 

 

・高経年化  

建設後長期間を経ることです。経年するに従い建物・設備の老朽化が進行し、修繕

が必要になります。国では、特に築40年を超えるようなマンションにおいて、外壁

等の剥落、鉄筋の露出・腐食、給排水管の老朽化といった建物・設備に大きな問題を

抱え、所有者の高齢化等により管理組合による適切な修繕も困難なマンションが多

くみられるとしています。 

 

・コワーキングスペース 

事業者等で共有されるオフィス環境のことです。各利用者の仕事場であるととも

に、利用者同士の交流を通じて、新たなビジネスチャンスを創造する場としても期待

されています。 

 

さ行 

 

・再生可能エネルギー 

資源が枯渇することなく永続的に利用することが可能なエネルギーで、太陽光、風

力、水力、地熱、太陽熱、温度差熱、バイオマスなどのことです。 

 

・最低居住面積水準 

世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の

面積に関する水準として、住生活基本計画（全国計画）で示されている水準です。 

最低居住面積：単身者 25 ㎡、２人以上の世帯 10 ㎡×世帯人数+10 ㎡ 

 

・サテライトオフィス 

企業等の本拠から離れた所に設置されたオフィスのことです。本拠を中心として

みた時に衛星（サテライト）のように存在するオフィスとの意から命名されています。 
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・サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住安定確保に関する法律」の改正（平成 23 年）により創設された制

度で、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーなどのハード面の条件を備える

とともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを備えるなどのソフト

面についても、一定の基準を満たす認定を受けた住宅のことです。 

 

・シェアハウス 

リビング、台所、浴室、トイレ、洗面所等を他の入居者と共用し、各住人の個室を

プライベート空間とすることで、一つの賃貸物件に親族ではない複数の者が共同で

生活する共同居住型賃貸住宅のことです。 

 

・市街化調整区域 

都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域のことであり、開発行為や建築行為

等が制限されます。 

 

・止水板 

浸水災害時に、安全な避難や浸水防止のため、側壁や支柱のある出入口（流入口）

に設置する着脱式の板状の浸水防止用設備のことです。 

 

・自然増減 

人口の動態（増加、減少）における、出生・死亡による人口の増減のことです。 

 

・指定管理者制度 

平成15年の地方自治法の一部改正で導入された制度で、公の施設の目的を効果的

に達成するため、必要がある場合に地方公共団体の条例に基づき、法人その他の団体

を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる制度のことです。 

 

・社会増減 

人口の動態（増加、減少）における、転入・転出による人口の増減のことです。 

 

・住宅確保要配慮者 

「住宅セーフティネット法」において、住宅の確保に特に配慮を要するとされてい

る者で、低額所得者、被災者、高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、

子どもを養育している者、外国人、中国残留邦人、ハンセン病療養所入所者等、ＤＶ

被害者、犯罪被害者等、生活困窮者、更正保護対象者等、海外からの引揚者、新婚世

帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者等など多様な属性の者が含まれ

ます。なお、「住宅セーフティネット法」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）のことです。 
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・住宅ストック 

ストック（Stock）とは、ある一時点において貯蔵されている量をいい、住宅スト

ックとはある一時点に存在している住宅（既存住宅）のことです。 

 

・住宅性能表示制度 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国に登録された第三者機関が、

専門家の立場で最大10分野の住宅の性能について公正にチェックし、耐震性、耐久

性、省エネ性などの「住宅の性能」を分かりやすく表示することで、良質な住宅を安

心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度です。 

 

・省エネ基準 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく、省エネルギー性能

の確保のための基準で、一次エネルギー消費量基準（設備のエネルギー消費量から太

陽光発電設備等によるエネルギー発生量を減じた値の基準）と、外皮基準（外壁、窓

等の表面積当たりの熱の損失量の基準）からなり、それぞれが基準値以下となること

が求められます。 

 

・省エネルギー 

石油や石炭など、限りあるエネルギー資源の枯渇を防ぎ、また、エネルギー消費に

伴う温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化を防止するため、エネルギーを効率よ

く使うことをいいます。 

 

・スマートハウス導入奨励金制度 

脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的に、太陽光発電や蓄

電池システムなどを住まいに導入する方に対し、厚木市が奨励金を交付する制度で

す。居住誘導区域外から居住誘導区域内へ移転し、取得した住宅に新たに太陽光発電

システムを設置した場合等に奨励金が加算されます。 

 

・「住みたい街ランキング2022（首都圏版）」 

民間の不動産･住宅情報サイトの掲載物件のうち、検索･問合せ数から算出した「実

際に探されている街･駅」のランキング結果です。 

 

・セーフコミュニティ 

事故やけがは、偶然の結果ではなく、予防できるという理念の下、地域住民と行政

等が協働して「地域の誰もがいつまでも健康で幸せに暮らせるまち」を創ろうという

取組です。世界保健機関（WHO）が安心・安全の取組に対して一定の基準を満たし

た自治体等にセーフコミュニティの認証を与えています。 
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・セーフティネット住宅 

住宅セーフティネット法に基づき、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等

の住宅の確保に特に配慮を要する住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、

都道府県等に登録された賃貸住宅です。 

 

・専用住宅 

住宅・土地統計調査における住宅の種類の区分の一つで、一戸建、長屋建、共同住

宅において、居住の目的だけに建てられ、店舗、作業場、事務所など業務に使用する

ために設備された部分がない住宅のことです。 

 

・相続財産管理人制度 

相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄し、結果として

相続する者がいなくなった場合も含まれる。）に、申立てにより家庭裁判所が相続財

産の管理人を選任する制度のことです。 

 

た行 

 

・脱炭素 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにする

ことです。なお、“実質”ゼロとは、排出される量と森林などに吸収される量が同じ

量でバランスがとれている状態になることを指しており、この状態のことを「カーボ

ンニュートラル」といいます。 

 

・長期優良住宅 

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、耐久性、

耐震性、維持保全等に関し一定の基準を満たす認定を受け、長期にわたり良好な状態

で使用するための措置が講じられた住宅のことです。 

 

・超高齢社会 

総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が、21％を超える社会のことです。なお、

7％を超えると「高齢化社会」といい、14％を超えると「高齢社会」といいます。 

 

・テレワーク 

情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことで、場

所にとらわれない仕事のスタイルです。Tele（離れて）とWork（仕事）を組み合わ

せた造語です。 
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・都心南部直下地震 

首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下を震源とする地震のこ

とです。東京湾北部地震に代わり、国が防災対策の主眼を置く地震としており、神奈

川県内全域が「首都直下地震対策特別措置法」の首都直下地震緊急対策区域に指定さ

れています。 

 

な行 

 

・二地域居住 

主な生活拠点とは別の地域に生活拠点を設ける、新しいライフスタイルの１つの

ことです。 

 

は行 

 

・‰（パーミル） 

千分率で 1000 分の 1 を単位としています。 

 

ま行 

 

・マンションの管理計画認定制度 

「厚木市マンション管理適正化推進計画」に基づき、管理組合が自らのマンション

の管理計画を作成し、管理組合の運営や長期修繕計画等について一定の基準を満た

している認定を受ける制度です。これにより、認定を受けたマンションが市場で評価

されるなど、管理適正化の促進が期待されます。 

 

や行 

 

・誘導居住面積水準 

誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なラ

イフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準として、

住生活基本計画（全国計画）で示されている水準です。一般型誘導居住面積水準と都

市居住型誘導面積水準からなります。 

一般型誘導居住面積水準 

：単身者 55 ㎡、２人以上の世帯 25 ㎡×世帯人数+25 ㎡ 

都市居住型誘導面積水準 

：単身者 40 ㎡、２人以上の世帯 20 ㎡×世帯人数+15 ㎡） 
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ら行 

 

・ライフステージ 

人間の一生において節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子

育て、退職等）によって区分される生活環境の段階のことをいいます。 

 

・リノベーション 

既存の住宅、建築物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能の向上

や付加価値を与えることです。 

 

アルファベット 

 

・AI（アーティフィシャル・インテリジェンス） 

人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法によ

り実現した当該機能の活用に関する技術のことです。 

 

・CLT（クロス・ラミネイティド・ティンバー） 

ひき板を並べた後、繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料で、強度が

安定し、高い断熱性や耐震性、遮音性、耐火性を備えることから、これまでコンクリ

ートでつくられていた中高層建築物等を木造化できるなど、新たな木材活用が期待

されています。 

 

・DX（デジタル･トランスフォーメーション） 

将来の成長、競争力強化のため、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモ

デルを創出･柔軟に改変することです。また、デジタル化により社会を変革し、人々

の暮らしをより豊かにすることです。 

 

・HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム） 

家庭でのエネルギー使用状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン等に

表示することにより、家庭における快適性や省エネルギーを支援するシステムで、空

調や照明、家電製品等の最適な運用を促すものです。 

 

・LCCM住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅） 

住宅の建設時、居住時、廃棄までの住宅のライフサイクルにおいてトータルでCO2

の収支をマイナスにする住宅のことです。 
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・ZEH（ゼッチ＝ゼロ・エネルギー・ハウス） 

高断熱の壁や窓、高性能の省エネ機器等の導入により、室内環境の質を維持しつつ

大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電などの再生可能エネルギー等を導

入することで、使うエネルギー量が創るエネルギー量との差し引きで、おおむねゼロ

以下となる住宅のことです。 

 

 

 

 

 

 



厚木市住生活基本計画改定（案）に対する 

パブリックコメント手続実施要領 
 

１ 目的 

前回の計画策定から５年目を迎え、その間の住環境を取り巻く状況の変化等を踏まえ、

本市における住宅政策の基本理念や基本方針を定め、住宅政策を総合的かつ計画的に進

めるための基本施策を示し、市民の安心・安全な住環境を整備することにより、誰もが

自分らしく暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、厚木市住生活基本計画

を改定するものです。 

つきましては、厚木市住生活基本計画の改定について、市民の皆様の意見等を聴取し、

可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第６条第３項の規定に基づき、パブリッ

クコメント手続を実施します。 

 

２ パブリックコメント手続の対象 

厚木市住生活基本計画改定（案）について 

 

３ パブリックコメント手続実施の周知方法 

(1) 広報あつぎ（２月１日号）への掲載 

(2) 厚木市ホームページへの掲載（２月１日から） 

 

４ 厚木市住生活基本計画改定（案）の配布及び閲覧 

次に掲げる場所等で令和５年２月１日から３月３日まで配布及び閲覧を行います。 

(1) 市役所第二庁舎12階 住宅課 

(2) 市役所本庁舎３階市政情報コーナー 

(3) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

(5) 保健福祉センター 

(6) 中央図書館 

(7) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(8) 市ホームページ 

 

５ 意見等提出期間 

令和５年２月１日（水）から３月３日（金）まで 

※ 郵送の場合は、３月３日の消印有効とします。 

 



６ 意見等提出資格 

(1) 市内に居住する方 

(2) 市内に通学し、又は通勤する方 

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体 

(4) 市に納税の義務がある方 

 

７ 意見等提出方法 

意見等については、所定の用紙に記入の上、次の方法により提出するものとします。 

(1) 持参する場合 

ア 市役所第二庁舎12階 住宅課の窓口へ直接提出 

イ 市役所本庁舎３階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱

に投函 

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函 

(ｱ) 市役所本庁舎１階 

(ｲ) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(ｳ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

(ｴ) 保健福祉センター 

(ｵ) 中央図書館 

(ｶ) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(2) 郵送する場合 

郵送先 〒243-8511 

厚木市まちづくり計画部住宅課住宅政策係宛て 

(3) ファックスで送信する場合 

ファックス番号 046-224-0621 

(4) 電子メールで送信する場合 

メールアドレス 5550@city.atsugi.kanagawa.jp 

※ 電子メールの件名「厚木市住生活基本計画改定（案）パブリックコメント意見」 

 

８ 意見等の取扱い 

(1) 提出された意見等は、厚木市住生活基本計画の改定に当たって参考とします。 

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え 

方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。 

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。 


